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はじめに 

 

我が国では、平成１８年に自殺対策基本法が施行、平成 

１９年には自殺総合対策大綱が策定され、国、地方自治体 

が様々な自殺対策を総合的に推進した結果、自殺者数は減 

少傾向にあります。しかしながら、全国の自殺者数は毎年 

２万人を超える水準で推移しており、赤穂市におきまして 

も、国や兵庫県と比較すると、概ね自殺死亡率は低く推移 

しているものの、毎年１０人前後の方が尊い命を亡くされ 

ています。 

 自殺は、その多くが追い込まれた末の死と言われております。精神保健上の問題だけ

でなく、過労や生活困窮など様々な要因が複合的に連鎖した結果によるものであり、そ

の多くが防ぐことができる社会的な問題であるとされています。  

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現は私たち市民の共通の願いで

す。本市におきましても、「もう生きられない」という状況に陥っている人が生きる道

を選べるよう支援し、また、そのような状況に陥ることのない生き心地のよい地域・社

会づくりを推進するため、このたび、平成３１年度から１０年間を計画期間とする「赤

穂市自殺対策計画」を策定いたしました。 

計画の推進にあたりましては、保健・医療・福祉・教育・労働など関連施策の有機的

な連携はもとより、様々な分野の関係団体等との協働により、「誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会」を目指し、生きることの包括的な支援に取り組んでまいりたいと考

えておりますので、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして、パブリックコメントにご協力い

ただきました市民の皆様、貴重なご意見をいただきました赤穂市健康づくり推進協議会

委員の皆様に心からお礼を申し上げます。 

 

 

平成３１年３月 

赤穂市長 牟  正 稔  
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第１章 赤穂市自殺対策計画について 

 １ 自殺対策計画策定の背景と趣旨 

   自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問 

題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等の様々な社会 

的要因があることが知られています。自殺に至る心理としては、様々な悩みが原因 

で追い詰められ自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ったり、社会とのつなが 

りの減少や生きていても役に立たないという役割喪失感から、また与えられた役割 

の大きさに対する過剰な負担感から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程 

と見ることができます。自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危 

機」です。 

そのため、自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有 

機的な連携が図られ、「生きることの包括的な支援」として実施されなければなり 

ません（自殺対策基本法第２条）。自殺対策基本法は、第１条において、「自殺対策 

を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を 

図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与 

することを目的とする」とうたっています。 

本市においても、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、

「赤穂市自殺対策計画」（以下、「本計画」という。）を策定し、自殺対策を推進して

いきます。 

 

 ２ 計画の位置づけ 

   本計画は、自殺対策基本法第 13 条第２項の規定により、本市における実情を 

勘案して定める自殺対策についての計画です。中長期的な視点を持って継続的に実

施していくため、「自殺対策基本法」「自殺総合対策大綱」を踏まえ、関連性の高い

計画である「赤穂市健康増進計画（第３次）」との整合を図ります。 

 

 ３ 計画の期間 

   平成 31（2019）年度から平成 40（2028）年度までの 10年間とし、国や県の動向

や社会情勢の変化に配慮し、おおむね５年を目途に見直しを行うこととします。 
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４ 目標 

   「自殺総合対策大綱」では、平成 38年までに、自殺死亡率を平成 27年と比べて 

30％以上減少させることとしています。 

   本市においては、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指します。 

 （「赤穂市健康増進計画（第３次）」において、平成 29年より平成 34年の自殺者の

減少を目標としています。） 

 

５ 計画の策定体制（策定プロセス） 

本計画は、赤穂市健康づくり推進協議会のほか、庁内の関係課等により策定して 

います。 

(1)  赤穂市健康づくり推進協議会の開催 

本市の地域保健に関する諸問題について審議し、具申することを目的とし開 

催する赤穂市健康づくり推進協議会において、議論・検討を踏まえ策定しまし 

た。 

 

(2)  生きる支援関連事業の実施 

      自殺対策は、生きることの包括的な支援であり、生き心地のよい地域をつく 

ることであることから、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策と有 

機的な連携を図り、総合的実施していくことが重要です。そのため、庁内の既 

存事業を最大限活用していくことから庁内の関係課と協議をしました。 

 

(3)  パブリックコメントの実施 

      広く市民から計画に対する意見を求めるため、平成 30年 12月 17日から平 

    成 31年１月 17日の期間にパブリックコメントを実施し、市民意見を募集しま 

した。２件（２人）の意見をいただきました。 
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第２章 赤穂市における自殺の現状 

  自殺の統計については、自殺総合対策推進センター作成「地域自殺実態プロファイ

ル」及び厚生労働省統計、兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課いのち対策室、赤

穂健康福祉事務所作成資料に基づいています。 

 

１ 自殺死亡率の推移 

(1)  全国・兵庫県との比較 

本市の自殺者数の現状をみると、毎年 10 人前後の市民が自殺により亡くなって 

います。本市の自殺死亡率は、全国・兵庫県と比較すると、概ね低くなっています 

が、全国との比較では、平成 25年が高く、兵庫県との比較では、平成 23年・平成 

25年・平成 29年が高くなっています。 

 

自殺者数と自殺死亡率 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自殺死亡率：人口 10万人当たりの自殺者数（自殺者数÷人口×100,000人） 

 

 

 

(2)  性別でみた自殺死亡率の推移 

平成 21 年～平成 27 年総数の本市の自殺による死亡者の男女の割合は、男性 

69.8％に対し、女性 30.2％で、全国・兵庫県と比較しても大きな差は見られま 

せん。自殺死亡率は、平成 24年を除いて、女性に比べ男性でかなり高くなって 

います。 

  赤穂市 兵庫県 全国 

自殺者数(人) 自殺死亡率 自殺死亡率 自殺死亡率 

平成 21年 8 15.53 23.61 25.56 

平成 22年 9 17.59 23.59 24.66 

平成 23年 12 23.55 23.30 24.06 

平成 24年 5  9.90  21.01  21.78  

平成 25年 15  29.70  20.49  21.06  

平成 26年 6  11.93  19.84  19.63  

平成 27年 8  16.02  18.04  18.57  

平成 28年 6 12.31 16.20 ― 

平成 29年 11 22.87 16.48 ― 

資料：Ｈ21～Ｈ27 地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

   Ｈ28・Ｈ29 兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課いのち対策室作成資料 
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(3) 年齢別でみた自殺死亡率の推移 

本市の平成 21年～平成 27年の７か年平均の自殺死亡率は、男性は 40～60歳代 

で高くなっています。一方、女性は、50歳代と 80歳以上で高くなっており、男性 

との比較では、80歳以上を除いて低くなっています。 

 本市の自殺死亡率は、男性は 40歳代で兵庫県より高いものの、それ以外の年齢 

層は、全国・兵庫県より下回っています。女性は 50歳代・80歳代が全国・兵庫県 

より高くなっています。 

資料：Ｈ21～Ｈ27 地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

   Ｈ28・Ｈ29 兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課いのち対策室作成資料 
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年齢別自殺死亡率の全国・兵庫県との比較 

(平成 21年～平成 27年 7か年平均／人口 10万対） 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 
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(4)   自殺による死亡者の同居人の状況 

本市の自殺による死亡者のうち、同居人ありの割合は男性 63.6％、女性 68.4％ 

に対し、同居人なしは男性 36.4％、女性 26.3％で、男女ともに同居人ありの割合 

が高くなっています。全国・兵庫県においても同様の傾向ですが、同居人なしの 

割合は、全国と比較すると高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「地域における自殺の基礎資料（厚生労働省）」より算出 

自殺による死亡者の同居人の有無別の割合 

（平成 21年～平成 27年総数） 
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２ 自殺の原因・動機 

(1) 自殺の原因・動機 

自殺の原因・動機を平成 21年～平成 27年総数でみると、健康問題が 34人と最 

も多く、全体の 45.3％を占めています。次いで勤務問題（11人・14.7％）、家庭問 

題（10人・13.3％）となっています。 

全国・兵庫県と比較すると、勤務問題の比率が高くなっています。 

 

自殺の原因・動機（平成 21年～平成 27年総数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自殺の原因・動機 総数（人） 

家庭問題 10 

健康問題 34 

経済・生活問題 8 

勤務問題 11 

男女問題 1 

学校問題 0 

その他 7 

不詳 4 

計 75 

（参考） 

自殺の原因・動機 男（人） 女（人） 

家庭問題 2 5 

健康問題 14 9 

経済・生活問題 2 2 

勤務問題 3 1 

男女問題 1 0 

学校問題 0 0 

その他 1 1 

不詳 2 0 

計 25 18 

※平成 21・23・26年の男女別の人数が、非公表

であるため、男女の内訳と総数が合致してい

ません。 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

※遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに

推定できる原因・動機を３つまで計上可能と

しているため、原因・動機別の計と３ページの

自殺者数（平成 21 年～平成 27 年の合計）と

は人数が合致していません。 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 
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自殺の原因・動機の構成比（平成 21年～平成 27 年総数） 

※「地域における自殺の基礎資料（厚生労働省）」より算出 

家庭問題

13.3%

健康問題

45.3%
経済・生活

問題

10.7%

勤務問題

14.7%

男女問題

1.3%

学校問題

0％

その他

9.3%

不詳

5.4%

赤穂市

家庭問題

11.7%

健康問題

43.1%
経済・生活

問題

14.8%

勤務問題

8.1%

男女問題

2.3%

学校問題

1.3%

その他

6.5%
不詳

12.2%

兵庫県

家庭問題

11.1%

健康問題

38.7%

経済・生活

問題

15.7%

勤務問題

6.7%

男女問題

2.7%

学校問題

1.1%

その他

4.1%

不詳

19.9%

全国
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(2)  職業別構成比 

職業別構成比を平成 21年～平成 27年の７か年総数でみると、本市では被雇用・

勤め人が 28.6％で最も多く、年金・雇用保険等生活者が 27.0％、その他の無職者

が 22.1％となっています。兵庫県・全国においても、同様の傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業別構成比（平成 21 年～平成 27年総数・男女計） 

※ 

「地域における自殺の基礎資料（厚生労働省）」

より算出 

自営業・家族

従事者

8.8%

被雇用・勤め人

24.3%

学生・生徒等

3.7%
主婦

5.4%失業者

4.7%

年金・雇用保険等

生活者

24.7%

その他の

無職者

27.4%

不詳

1.0%兵庫県自営業・家族

従事者

9.5%

被雇用・勤め人

28.6%

学生・生徒等

3.2%主婦

4.8%
失業者

4.8%

年金・雇用保険等

生活者

27.0%

その他の

無職者

22.1%

不詳

0％

赤穂市

自営業・家族従事者

8.3%

被雇用・勤め人

27.4%

学生・生徒等

3.3%

主婦

7.1%
失業者

5.4%

年金・雇用保険等

生活者

21.8%

その他の

無職者

24.9%

不詳

1.8%
全国
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３ 自殺未遂歴の推移 

(1)  自殺未遂歴の状況 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  自損行為による救急出場件数 

平成 24 年～平成 29 年の６か年の本市における自損行為による救急出場件数 

をみると、毎年 10～20人が搬送されています。 

 

 

 

 

【参考】厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の違い 

１ 調査対象の差異 

厚生労働省の人口動態統計は、日本における日本人を対象とし、警察庁の自殺 

統計は、総人口（日本における外国人も含む。）を対象としています。 

２ 調査時点の差異 

厚生労働省の人口動態統計は、住所地を基に死亡時点で計上し、警察庁の自殺 

統計は、発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計上しています。 

３ 事務手続き上（訂正報告）の差異 

厚生労働省の人口動態統計は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のと 

きは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺の旨訂正報 

告がない場合は、自殺に計上していません。警察庁の自殺統計は、捜査等により、 

自殺であると判明した時点で、自殺統計原票を作成し、計上しています。 

                          出典：厚生労働省「自殺白書」 

 

自殺未遂歴の状況 

（平成 21年～平成 27 年総数） 

自殺未遂歴 総数(人) 割合（％） 

あり 6 9.5 

なし 51 81.0 

不詳 6 9.5 

計 63 100.0 

  平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

自損行為による

救急出場件数 
12 18 13 18 13 12 

自殺による死亡者の自殺未遂歴の 

有無を平成 21 年～平成 27 年総数で

みると自殺未遂歴がある人は、全体

の 9.5％です。 

(人) 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

資料：赤穂市消防年報 
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61.2 

59.3 

17.6 

17.3 

20.3 

22.5 

0.9 

1.0 

今回調査
(n=864)

前回調査
(n=788)

(%)
0 20 40 60 80 100

とれていると思う とれていない

どちらともいえない

無回答

４ アンケート調査結果からみた市民の意識 

アンケート調査は、「赤穂市健康増進計画（第３次）」の策定のための基礎調査とし 

て、平成 29年度に５歳児の保護者、小学生、中学生、高校生、20歳以上の市民を対 

象とし、調査を行いました。実施したアンケート調査は、各対象者の日常生活や食育 

及び健康づくりに関する内容でしたが、その中から、本計画には、「睡眠・休養・こ 

ころの健康」に関する内容のみ掲載しています。なお、前回調査は、平成 24年度に 

実施しています。 

 

(1)   睡眠による休養 

20歳以上では、睡眠による休養が「とれていると思う」が、最も多くなって 

   おり、前回調査の結果と比較しても大きな変化はみられませんでした。 

■睡眠による休養がとれていると思うか＜前回調査との比較（20歳以上）＞ 

 

 

 

 

 

 

(2)   ストレスの状況 

日常生活でストレスを感じることがよくあると回答した中学生は25.8％、高 

校生は25.3％となっています。「時々ある」を合わせると、中学生、高校生とも 

７割を超えています。 

■日常生活でストレスを感じることの有無 

 中学生  

 

 

 

高校生  

 

 

 

 

25.8 49.6 16.2 7.2 1.2 

(%)
0 20 40 60 80 100

よくある 時々ある あまりない

まったくない

無回答

中学生

(n=419)

25.3 51.1 16.0 7.3 0.2 

(%)
0 20 40 60 80 100

よくある 時々ある あまりない

まったくない

無回答

高校生

(n=438)
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22.0 

22.8 

44.3 

41.4 

27.7 

30.8 

5.1 

3.6 

0.9 

1.4 

今回調査
(n=864)

前回調査
(n=788)

(%)
0 20 40 60 80 100

よくある 時々ある あまりない

まったくない

無回答

20歳以上では、日常生活でストレスを感じることが、「よくある」と「時々ある」

を合わせた割合は 66.3％となっており、ストレスを感じることがある割合は、前回

調査の結果と大差はありませんでした。 

年代別では、ストレスを感じることがある割合は、男性の30歳代、女性の20歳代

が高く、男性では30～50歳代、女性では20～50歳代でストレスを感じることがある

割合が７割を超えています。 

 

■日常生活でストレスを感じることの有無＜前回調査との比較(20歳以上)＞ 

 

 

 

 

 

【性・年代別】  

27.6 

38.9 

32.6 

32.3 

15.1 

10.3 

46.4 

37.8 

28.6 

32.1 

13.8 

12.4 

41.4 

50.0 

41.9 

43.5 

39.8 

35.0 

42.9 

44.4 

51.8 

53.1 

52.3 

41.2 

20.7 

11.1 

18.6 

17.7 

39.8 

42.7 

7.1 

13.3 

17.9 

11.1 

33.0 

36.6 

10.3 

0.0 

7.0 

4.8 

5.4 

10.3 

3.6 

4.4 

1.8 

3.7 

0.0 

7.2 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

0.0 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.9 

2.6 

男性 20歳代
(n=29)

30歳代
(n=36)

40歳代
(n=43)

50歳代
(n=62)

60歳代
(n=93)

70歳以上
(n=117)

女性 20歳代
(n=28)

30歳代
(n=45)

40歳代
(n=56)

50歳代
(n=81)

60歳代
(n=109)

70歳以上
(n=153)

(%)
0 20 40 60 80 100

よくある 時々ある あまりない

まったくない

無回答
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68.1 

65.2 

16.1 

18.3 

13.3 

12.2 

2.5 

4.3 

今回調査
(n=864)

前回調査
(n=788)

(%)
0 20 40 60 80 100

相談できる相手がいる

相談できる相手はいるが、誰にも相談したくない

相談できる相手がいない

無回答

57.5 

76.7 

20.7 

12.4 

18.6 

8.8 

3.1 

2.1 

男性
(n=381)

女性
(n=476)

(%)
0 20 40 60 80 100

相談できる相手がいる

相談できる相手はいるが、誰にも相談したくない

相談できる相手がいない

無回答

 (3) 相談相手の有無 

悩みやストレス等で困った時、相談できる相手がいる人は68.1％となっており、

前回調査の結果より2.9ポイント高くなっています。 

性別では、相談相手がいる人は、男性57.5％に対し女性は76.7％で、女性の割合

のほうが高くなっています。 

 

■悩みやストレス等で困った時の相談相手の有無＜前回調査との比較（20歳以上）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■悩みやストレス等で困った時の相談相手の有無＜性別（20歳以上）＞ 
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５ 支援が優先されるべき対象群 

自殺総合対策推進センターが作成した「地域自殺実態プロファイル」において、平 

成 24年～平成 28年の本市の自殺による死亡者合計 39人の分析結果は次のとおりで 

す。 

 
地域自殺実態プロファイル分析結果 

   39 人(男性 26人､女性 13 人) （特別集計（自殺日・住居地））※１  

 
上位５区分  

     ※2 

自殺者数 
５年計 

割合 
自殺死亡率 

(10万対) ※3 
背景にある主な自殺の危機経路     

※4 

１
位  

男性 60歳以上 
無職同居 

９ 23.1% 38.4 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩
み（疲れ）＋身体疾患→自殺 

２
位  

女性 60歳以上 
無職同居 

６ 15.4% 17.2 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

３
位  

男性 40～59歳 
有職同居 

５ 12.8% 20.4 
配置転換→過労→職場の人間関係
の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→
自殺 

４
位  

女性 40～59歳 
無職同居 

４ 10.3% 23.8 
近隣関係の悩み＋家族間の不和→ 
うつ病→自殺 

５
位  

男性 60歳以上 
無職独居 

２ 5.1% 71.3 
失業（退職）＋死別・離別→うつ
状態→将来生活への悲観→自殺 

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル(2017)」  

※1 地域自殺実態プロファイル作成後、人口動態統計の修正があったため、３ページの自殺数（平成 24年 

～平成 28年）とは人数が合致していません。 

※2 順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 

※3 自殺死亡率の母数(人口)は平成 27年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計。   

※4 「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ＮＰＯ法人自殺対策支援センター ライフリ 

ンク）を参考にした。 

  

性別・年齢・職業・同居人の有無別にみた自殺死亡率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

背景にある主な自殺の危機経路 

 

割

合 

自
殺
死
亡
率
（
人
口
10
万
対
） 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

独
居 

同
居 

資料:自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル」（特別集計（自殺日・住居地、H24～H28合計） 

有職者 無職者 

20～39 歳 

有職者 無職者 

40～59 歳 

有職者 無職者 

60 歳以上 

有職者 無職者 

20～39 歳 

有職者 無職者 

40～59 歳 

有職者 無職者 

60 歳以上 

男性 女性 

割合 全国割合 自殺死亡率（10 万対） 全国自殺死亡率 



15 

 

背景にある主な自殺の危機経路 

 

 

 

 

                               資料：ＮＰＯ法人自殺対策支援センター ライフリンク 
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６ 赤穂市の自殺の特徴 

(1) 自殺による死亡者の状況 

・自殺による死亡者数は、年間 10 人前後で推移しているが、年による変動が大き 

い。 

  ・本市の自殺死亡率は、全国・兵庫県と比較すると概ね低いが、全国との比較では 

平成 25 年が高く、兵庫県との比較では平成 23 年・平成 25 年・平成 29 年が高 

い。 

・自殺による死亡者の男女構成比は、男性：女性≒７：３であり、女性に比べ男性 

の比率が高く、特に 40～60歳代の男性で高い傾向にある。（平成 21年～平成 27 

年総数） 

・自殺による死亡者の同居人の有無については、同居人ありの割合が高い。（平成

21年～平成 27年総数） 

 

(2) 原因・動機別構成比 

・原因・動機は、健康問題が最も多く（45.3％）、次いで勤務問題（14.7％）であ 

る。（平成 21年～平成 27年総数） 

・職業別構成比は、被雇用・勤め人が最も多く（28.6％）、次いで年金・雇用保険 

等生活者（27.0％）である。（平成 21年～平成 27年総数） 

 

 (3) 自殺未遂歴 

・自殺による死亡者のうち、自殺未遂歴がある人は全体の 9.5％である。（平成 21 

年～平成 27年総数） 

  ・自損行為による救急出場では、毎年 10～20 人が搬送されている。（平成 24 年～ 

平成 29年） 
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第３章 自殺対策の基本的な取り組み 

自殺総合対策推進センターが作成した「地域自殺対策政策パッケージ」において、全

国的に実施されることが望ましいとされた「基本施策」と地域の自殺の実態を分析し、

地域において優先的な課題となりうる施策として提示された「重点施策」を組み合わせ、

地域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していきます。また、重点施策については、

自殺リスクを低下させ、全ての市民にとって、生き心地のよい地域となるよう、ライフ

ステージ等に応じたきめ細やかな対策を推進していきます。 

自殺対策は、生きることの包括的な支援であることから、庁内の多様な既存事業を「生

きる支援関連事業」と位置づけ、包括的・全庁的に自殺対策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤穂市自殺対策基本施策・重点施策 

 

(１)地域におけるネットワークの強化 

(２)相談支援体制の充実と人材育成 

(３)住民への啓発と周知 

(４)生きることの促進要因への支援 

(５)生き方を育む教育の推進 

 

(１)高齢者の自殺対策の推進 

(２)生活困窮者の自殺対策の推進 

(３)ライフステージ等に応じた自殺 

対策の推進 

重点施策 基本施策 

生きる支援関連事業 

既存事業を最大限活用することにより、生き心地のよい地域をつくる 
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１ 基本施策 

(1) 地域におけるネットワークの強化 

自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場の在 

り方の変化等、様々な要因とその人の性格傾向、家族の状況、死生観等が複雑に 

関係しており、自殺を防ぐためには、自殺に追い込まれる前に全ての人が安心し 

て生きられるように、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包 

括的な取り組みが重要です。また、このような包括的な取り組みを実施するために 

は、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要があります。 

 自殺のリスク要因に関わる、あらゆる関係機関が自殺予防の包括的な支援の入り

口となり、連携支援が行えるよう体制づくりを行っていきます。 

 

 

主な事業 

事業名 内容 担当課 

男女共同参画社会づ

くり推進事業 

男女共同参画社会づくりをめざし、女

性交流センターの運営や女性問題相談等

を行い、ＤＶの被害にあった人に対し、関

係機関と連携し、必要な支援を行ってい

きます。 

市民対話課 

要保護児童対策地域

協議会推進事業 

要保護児童の早期発見及び適切な保護

を図るため、関係機関による情報交換、支

援に関する協議を行い、被虐待の経験が

子ども自身の自殺リスク要因とならない

よう、事業を推進していきます。 

子育て健康課 

子育て世代包括支援

センター運営事業 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目の

ない支援を行い、妊産婦及び乳幼児の健

康の保持増進を図り、育児不安の解消を

図っていきます。 

子育て健康課 

(保健センター) 

民生委員・児童委員 住民の生活上の問題に関する相談に応

じ、必要があれば関係機関や社会資源に

つなげていきます。 

社会福祉課 
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事業名 内容 担当課 

高齢者を見守る支え

るネットワークの構

築 

 在宅介護支援センターや社会福祉協議 

会等と連携し、地域での互助・共助による

活動支援や意識醸成及び啓発活動を実施

しています。また、高齢者を見守る支える

ネットワークの構築のため、市内の民間

事業者と締結し、高齢者見守り体制の強

化を図っています。 

社会福祉課 

基幹相談支援センタ

ー等機能強化事業 

 障がいのある人の福祉に関する様々な

課題について障がい者（児）及びその家族

からの相談に応じ、必要な情報提供及び

助言、障がい福祉サービスの利用支援等、

必要な支援を行っていきます。 

社会福祉課 

地域包括ケアシステ

ム 

誰もが住み慣れた地域で安心して自分

らしい暮らしを続けることができるよ

う、「住まい・医療・介護・介護予防・生

活支援」 を地域で一体的に提供する地域

包括ケアシステムの拠点を地域包括支援

センターに設置します。 

医療介護課 

(地域包括支

援センター) 

地域ケア会議の充実 高齢者福祉に関係する保健、福祉行政

機関や介護支援専門員の代表、医療に関

する専門知識を持つ人が集まり、情報共

有や個別ケース検討を行う「地域ケア会

議」を定期的に開催しています。 

今後も、継続して地域ケア会議を開催

し、個別ケース検討で把握された地域課

題を地域づくりや政策形成につないでい

きます。 

医療介護課 

(地域包括支

援センター) 
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評価指標 

項目 
現状値 

（平成 30年(2018年)度） 

目標値 

（平成 40年(2028年)度） 

赤穂市高齢者見守り

ネット協定書の締結

事業者数 

63事業所 75事業所 

 

(2) 相談支援体制の充実と人材の育成 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」です。こうした 

ことから、様々な悩みや生活上の困難を抱える人に対して早期の「気づき」が重要 

であり、「気づき」のための人材育成の方策を充実させる必要があります。 

誰もが早期の「気づき」に対応できるよう、相談支援体制の充実を図り、自殺対 

策を支える人（職員）に対し、研修の機会の確保を図ります。 

 

主な事業 

事業名 内容 担当課 

相談支援体制の充実 各相談窓口において、市民からの相談

を行い、様々な問題を抱えている場合、関

係課に相談をつなげ、全庁的に相談を行

います。 

全課 

職員研修 支援者に対するゲートキーパー研修を

実施します。 

人事課 

 

評価指標 

項目 
現状値 

（平成 30年(2018年)度） 

目標値 

（平成 40年(2028年)度） 

ゲートキーパー研修 

受講人数 
92人 

392人 

（毎年、30人ずつ受講） 

育児について相談相

手のいる保護者の割

合の増加 

妊婦 99.2％ 妊婦 100％ 
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(3) 住民への啓発と周知 

  自殺の危機に陥った人の心情や背景は、他人には理解されにくい面がありますが、 

そうした心情や背景への理解を深め、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭するこ 

とが大切です。市民の誰もが当事者となる可能性があり、危機に陥った時には、誰 

かに援助を求めることが恥ずかしいことではないということを社会全体の共通認識 

となるよう、積極的に普及啓発を行っていきます。 

また、自分の周りにいるかもしれない自殺を考えている人の存在に気づき、思い 

に寄り添い、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守っていくと 

いう自殺対策における市民一人ひとりの役割等についての意識が共有されるよう、 

広報等で周知していきます。 

 

 

自殺予防の十箇条 

以下のようなサインを数多く認める場合には、早い段階で専門家の受診が 

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

うつ病の症状に気をつける 

原因不明の身体の不調が長引く 

酒量が増す 

安全や健康が保てない 

仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする、職を失う 

職場や家庭でサポートが得られない 

本人にとって価値あるものを失う 

重症の身体の病気にかかる 

自殺を口にする 

自殺未遂に及ぶ 

出典：厚生労働省「職場における自殺の予防と対応」 
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主な事業 

事業名 内容 担当課 

心の健康づくり事業 ・「こころの体温計」を用いた心の健康状 

態のセルフチェック 

・こころの健康に関する健康教育 

・自殺予防週間（９月 10日～９月 16日） 

の普及啓発 

・自殺対策強化月間（３月）の普及啓発 

・うつ病等の精神疾患についての正しい 

知識の普及啓発 

子育て健康課 

(保健センター) 

社会福祉課 

相談支援体制の充実 

     （再掲） 

各相談窓口において、市民からの相談

を行い、様々な問題を抱えている場合、関

係課に相談をつなげ、全庁的に相談を行

います。 

全課 

   

評価指標 

項目 
現状値 

（平成 30年(2018年)度） 

目標値 

（平成 40年(2028年)度） 

ストレス等で困った

ときに相談できる相

手がいない人の減少 

20歳以上男性 18.6％ 

20歳以上女性  8.8％ 

(赤穂市健康増進計画(第３

次)策定時におけるアンケー

ト結果) 

20歳以上の男性・女性とも

に現状値より減少 

 

  (4)  生きることの促進要因への支援 

自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護 

疲れ、いじめや孤立等の様々な社会的要因があることが知られています。この 

ため、自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」 

を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増やすことが、 

自殺リスクを低下させることにつながるとされています（23ページ参照）。 

  そのため、「生きることの阻害要因」を減らす取り組みと併せて、「生きるこ 

 との促進要因」を増やす取り組みを行っていきます。 
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自殺のリスクが高まるとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

ア 生きることの阻害要因を減らす主な取り組み 

事業名 内容 担当課 

育児相談 保健師・助産師が育児に関する相談を

行い、母親が安心して育児ができるよう

支援します。 

子育て健康課 

(保健センター) 

生活困窮者自立支援

事業 

生活困窮者に対して、住居確保や就労

等の自立に向けた支援を行っています。

また、社会福祉協議会では、生活困窮者に

対して緊急的、一時的に食料等を提供す

る事業を行っています。 

社会福祉課 

中小企業経営安定資

金融資 

中小企業の経営者が事業資金を必要と

する際に低金利で借入ができるよう金融

機関に資金を預託し、融資のあっせんを

行っています。 

産業観光課 

 

 

 

資料：ＮＰＯ法人自殺対策支援センター ライフリンク 
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イ 生きることの促進要因を増やす主な取り組み 

（居場所づくり・生きがいづくり） 

事業名 内容 担当課 

日中一時支援事業 障がいのある人の日中における活動の

場を確保し、その家族の就労支援及び日

常的に介護している家族の一時的な休息

のための支援を行っています。 

社会福祉課 

いきいき百歳体操 住民主体の通いの場における重りを使

った介護予防の体操を行っています。 

医療介護課 

(地域包括支

援センター) 

 

  評価指標 

項目 
現状値 

（平成 30年(2018年)度） 

目標値 

（平成 40年(2028年)度） 

いきいき百歳体操 

実施団体数 
42団体 150団体 

生きがいがある人の

割合の増加 

64.2％ 

(第７期赤穂市高齢者保健福

祉計画及び介護保険事業計

画策定時アンケート結果) 

増加 

 

 

(5) 生き方を育む教育の推進 

学校や家庭での問題に起因する子どもの自殺の一因として、不登校や家庭内 

不和、ストレス等、問題は多様化、複雑化してきています。なかでも、いじめは 

深刻な問題です。いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こり得ることです。 

いじめは、その兆候をいち早く把握し、迅速に対応すること、学校だけでなく関 

係機関が緊密に連携して、きめ細かな支援を行う必要があります。 

教育委員会では、生き方を育む教育の推進として、心いきいき推進事業を実 

施し、教育相談推進事業、不登校問題対策事業、「心の教室相談員」配置事業、 

スクールソーシャルワーク推進事業を実施しています。 
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主な事業 

事業名 内容 担当課 

教育相談推進事業 カウンセラーによる相談対応を通じて、

中高生の家庭状況を把握するとともに、必

要時には地域の支援先へつなぐ等の対応

を行っています。 

教育委員会 

指 導 課 

不登校問題対策事業 不登校児童生徒適応指導（ふれあい教

室）、ふれあい親の会、不登校問題研修会

の実施をする等不登校の問題の解消や児

童生徒の自立の援助を行います。 

保護者から相談があった場合には、必要

時には地域の支援先へつなぐ等の対応を

行っています。 

教育委員会 

指 導 課 

「心の教室相談員」

配置事業 

地域と学校の連携を推進及び生徒の相

談相手となる「心の教室相談員」を中学校

に配置します。 

本人や家庭の問題・悩み等を相談する可

能性があります。相談対応を通じて、中高

生の家庭状況を把握するとともに、必要時

には地域の支援先へつなぐ等の対応を行

っています。 

教育委員会 

指 導 課 

スクールソーシャル

ワーク推進事業 

不登校やいじめの問題、家庭の問題を抱

える子どもたちが社会問題になっていま

す。問題を抱える子どもたちに学校や家

庭、地域社会の枠組みにとらわれず、総合

的に支援しています。 

教育委員会 

指 導 課 

評価指標 

項目 
現状値 

（平成 30年(2018年)度） 

目標値 

（平成 40年(2028年)度） 

日常生活でストレス

を感じることがよく

あると回答した割合 

中学生 25.8％ 

(赤穂市健康増進計画(第３

次)策定時におけるアンケー

ト結果) 

減少 
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２ 重点施策 

(1) 高齢者の自殺対策の推進 

   高齢者の自殺については、高齢者特有の課題を踏まえつつ、多様な背景や価値観 

に対応した支援、働きかけが必要です。 

高齢者は閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤立・孤独に陥りやすい状況に 

あります。したがって、地域包括ケアシステムや地域共生社会の実現等の施策と連 

動した事業の展開を図ることや高齢者の孤立・孤独を防ぐための居場所づくり、社 

会参加の強化等といったソーシャル・キャピタルの醸成を促進する施策の推進が求 

められています。 

 

ア 包括的な支援のための連携の推進 

     健康、医療、介護、生活等に関する様々な関係機関や団体等の連携を推進 

し、包括的な支援体制を整備します。 

 

イ 地域における要介護者に対する支援 

   高齢者の多くは、要介護状態になっても自分が住み慣れた地域での生活を続 

  けたいと思っています。出来るだけ生活の場を変えることなく、住み慣れた場 

  所で必要なサービスを受けられる体制を目指し、医療・介護・予防・住まい・ 

生活支援を一体的に提供できるよう地域包括システムの深化・推進に取り組み 

ます。 

また、介護に取り組む家族等への支援の充実にも取り組んでいきます。 

 

ウ 高齢者の健康不安に対する支援 

うつ病を含め、高齢者の自殺原因として最も多い健康問題について、関係機 

    関が連携しながら相談体制を強化していきます。 

 

エ  社会参加の強化と孤独・孤立の予防 

健康寿命の延伸、ライフスタイルの変化により、高齢世帯、高齢単独世帯が 

増加しており、高齢者の社会参加の促進が自殺対策においても重要です。居場 

所づくり活動では、社会福祉協議会による、ふれあい・いきいきサロンが行わ 

れています。 

高齢者の見守り活動・事業と連携し、様々な見守り活動を行っている市民に 
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    対し、孤独や孤立の予防、解消を目的とした高齢者のメンタルヘルスに対する 

知識の普及・啓発を行っていきます。 

 

主な事業 

事業名 内容 担当課 

健康相談 

 

 

 

 

 

保健センターにおいて、保健師・管理栄

養士が健康相談を実施します。 

また、健康相談員は、地区担当制で、各

地区公民館等で健康相談を実施するほ

か、健康教室等で、随時、健康相談を行っ

ています。 

子育て健康課 

(保健センター) 

 

 

 

 

老人クラブ活動への

支援 

 

 

 

 

高齢者が自らの生活を豊かにする健康

づくり、趣味やレクリエーション等の個

人的分野から、地域を豊かにする友愛訪

問、清掃奉仕、伝承活動等の社会的な分野

まで、多岐にわたって活動している老人

クラブに対し助成・支援を行っています。 

社会福祉課 

生きがいデイサービ

ス事業 

老人福祉センター万寿園において、介

護保険の対象にはならない虚弱な高齢者

を対象に、地区別に週１回、健康チェック

や入浴サービス、レクリエーションのほ

か、貯筋体操等を実施しています。 

社会福祉課 

 

 

 

 

地域包括支援センタ

ー運営事業 

 

 

 

 

地域包括支援センターは、地域で暮ら

す高齢者に対し、介護サービス等、様々な

支援を継続的かつ包括的に提供する地域

包括ケアの中核機関として、様々な関係

機関と連携し、地域包括ケアシステムの

構築に取り組んでいます。 

医療介護課 

(地域包括支

援センター) 

 

 

 

いきいき百歳体操 

（再掲） 

住民主体の通いの場における重りを使

った介護予防の体操を行っています。 

医療介護課 

(地域包括支

援センター) 
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事業名 内容 担当課 

医療・介護の連携 高齢者の増加とともに、医療ニーズと

介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加が見

込まれます。入退院時支援や、日常の療養

支援等在宅医療の充実を含めた医療・介

護提供体制を整備しています。 

医療介護課 

(地域包括支

援センター) 

認知症施策の推進 

 

 

 

 

認知症総合支援事業をはじめ、認知症

サポーター養成推進事業、あんしん見守

りキーホルダー登録事業等、認知症の人

とその家族を支えるための事業等を実施

しています。 

医療介護課 

(地域包括支

援センター) 

 

 

認知症サポーター養

成推進事業 

認知症に対する正しい知識を市民が理

解し、認知症の人やその家族に対する偏

見や不安を取り除くため、認知症サポー

ター養成講座を実施しています。また、認

知症の人への支援活動を希望する認知症

サポーター登録を進め（登録認知症サポ

ーター）、地域全体で認知症高齢者を見守

る支える社会づくりを目指して取り組ん

でいます。 

医療介護課 

(地域包括支

援センター)  

家族介護支援 高齢者とその家族の悩み事や介護保険

等に関する総合相談を行っています。 

医療介護課 

(地域包括支

援センター) 

 

評価指標 

項目 
現状値 

（平成 30年(2018年)度） 

目標値 

（平成 40年(2028年)度） 

登録認知症サポータ

ーの人数 
0人 50人 
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(2) 生活困窮者の自殺対策の推進 

生活困窮者は、その背景に本人の精神疾患や親の介護に伴う離職等の複合的な問 

題を抱えていることがあり、経済的困窮に加えて人間関係の希薄化により、社会 

から孤立しやすい傾向にあります。 

生活困窮者が、困窮を原因とした自殺に至らないよう、生活困窮者自立相談支援 

等と連携し、効果的な自殺対策を進めていきます。 

 

ア 相談支援・人材育成の推進 

生活困窮を含む生きる支援としての総合的な自殺対策推進のため、関係機関 

の職員に対して人材育成を行っていきます。 

 

イ 自殺対策と生活困窮者自立支援制度との連動  

  生活困窮を苦に自殺する危険性が高いと思われる人を早期に発見し、早期に 

支援につなげる必要があります。自殺予防に関する相談窓口が生活困窮者自立 

支援主管課につなげるとともに、両者が連動し、効果的な支援を行っていきます。 

    

  主な事業  

事業名 内容 担当課 

職員研修（再掲） 支援者に対するゲートキーパー研修を

実施します。 

人事課 

生活困窮者自立支援

事業（再掲） 

生活困窮者に対して、住居確保や就労

等の自立に向けた支援を行っています。  

また、社会福祉協議会では、生活困窮者に

対して緊急的、一時的に食料等を提供す

る事業を行っています。 

社会福祉課 

相談支援体制の充実 

     （再掲） 

各相談窓口において、市民からの相談

を行い、様々な問題を抱えている場合、関

係課に相談をつなげ、全庁的に相談を行

います。 

全課 
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評価指標 

項目 
現状値 

（平成 30年(2018年) 度） 

目標値 

（平成 40年(2028年)度） 

ゲートキーパー研修 

受講人数（再掲） 
92人 

392人 

（毎年、30人ずつ受講） 

 

 (3) ライフステージ等に応じた自殺対策の推進 

自殺の原因となるリスク要因は、多種多様です。さらに、「学童・思春期」におけ 

るいじめやひきこもり、「青年期」における就職や結婚、子育て、「壮年期」にお 

ける失業や経営失敗、親との死別、「高齢期」における健康問題や社会・家庭での 

役割の喪失感等、年齢層ごとに特徴的なリスク要因が顕在するため、ライフステー 

ジごとの特徴に合わせた自殺対策が必要です。 

 

ライフステージ 特徴 自殺対策 

学童・思春期 

（６～18歳） 

・体力・運動能力が急速に

高まり、生活習慣ができ

あがる時期 

・思春期は、精神面が不安

定で、問題を抱えた時の

解決の幅が狭い、衝動性

が高い等の課題がある。 

・ストレスのサインやストレスを感

じた時の対処方法について普及啓

発をします。 

・「早寝・早起き・朝ごはん」を実

践し、規則正しい生活の大切さを

普及啓発します。 

・基本施策「⑸生き方を育む教育の

推進」（再掲）（24ページ） 

青年期 

（19～39歳） 

・仕事や職場における多様

な人間関係を経験し始め

る年代となり、勤務問題

による影響がある。 

・結婚・出産・子育て等の

ライフイベントによる変

化も受けやすい。 

・子育て世代包括支援センター機能

の充実を図り、妊娠・出産・子育

て期にわたる切れ目のない支援を

行います。（再掲）（18ページ） 

・こころの健康づくりやこころの病

に関する正しい知識をもち、必要

な時は専門機関に相談することを

普及啓発します。 
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ライフステージ 特徴 自殺対策 

壮年期 

（40～64歳） 

・家庭、職場の両方で重要

な位置を占める一方、親

との死別や退職等の大き

な喪失体験を迎え、心理

的にも、社会的にも負担

を抱えることが多い。 

・こころの問題が増えたり、女性で

はホルモンバランスの変化によっ

て、体調不良を起こしやすくなる

ことから、心身の機能の変化に対

応しながら、健康に対する適正な

自己管理が必要であることを普及

啓発します。 

高齢期 

（65歳以上） 

・慢性疾患による継続的な

身体的苦痛や身体機能の

低下に伴う社会や家庭で

の役割の喪失感、将来へ

の不安、近親者の喪失体

験等精神的な負担感が現

れる。 

・重点施策「⑴高齢者の自殺対策の

推進」（再掲）（26ページ） 
 

・包括的な支援のための連携を 

推進します。 

・地域における要介護者に対する 

支援を行います。 

・高齢者の健康不安に対する支援 

を行います。 

・社会参加の強化と孤独・孤立の 

予防を行います。  

 



３　生きる支援関連事業

１　地域におけるネットワークの強化

２　相談支援体制の充実と人材育成

３　住民への啓発と周知

４　生きることの促進要因への支援

５　生き方を育む教育の推進

１　高齢者の自殺対策の推進

２　生活困窮者の自殺対策の推進

３　ライフステージ等に応じた自殺対策の推進
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企画広報課
広報等による
情報発信

　行政に関する情報・生活
情報の掲載や自治体のホー
ムページ等による情報発
信、広報紙等の編集・発行
を行う。

　住民が地域の情報を知る上で最
も身近な情報媒体であり、自殺対
策の啓発として、 総合相談会や
居場所活動等の各種事業・支援策
等に関する情報を直接住民に提供
する機会になり得る。とりわけ
「自殺対策強化月間（３月）」や
「自殺予防週間（９月）」には特
集を組むことにより効果的な啓発
が可能となる。

○

危機管理担当
防災対策計画
推進事業

　各種防災対策を推進する
ため、国や都道府県をはじ
めとする 関係機関と密接
な連絡をとり、効果的に事
業を行うとともに災害に対
する諸対策として地域防災
計画の作成等を行い、総合
的かつ計画的な防災対策を
推進する。

　自殺総合対策大綱において、大
規模災害における被災者の心のケ
ア支援事業の充実・改善や、各種
の生活上の不安や悩みに対する相
談や実務的な支援と専門的な心の
ケアとの連携強化等の必要性が謳
われている。
　地域防災計画においてメンタル
ヘルスの重要性や施策等につき言
及することで、危機発生時におけ
る被災者のメンタルヘルス対策を
推進し得る。

○

危機管理担当
安心安全まち
づくり事業

　赤穂市生活安全推進連絡
協議会の開催や暴力団と関
係を断つ会・赤穂市防災協
会への補助を行う。

　推進会議で自殺実態に関する情
報等も共有してもらい、気づきの
重要性や取り組み等を知ってもら
うことで、地域の関係者が自殺対
策について理解を深める機会とな
り得る。

○

人事課 職員研修

 「赤穂市育成基本方針」
に掲げる職員像を目指し、
職務・ 職階に応じた多様
な研修を実施する。

　メンタルヘルス対策・自殺対策
の内容を入れることで、働く世代
の自殺対策となり得るとともに支
援者（自殺対策に従事する職員）
の育成ともなり得る。

○ ○ ○

人事課
職員ストレス
チェック

　心理的な負担の程度を把
握するためのストレス
チェック及びその結果に基
づく面接指導を行う。

　支援者（行政職員）への支援
は、国の自殺対策総合大綱でも重
点施策の1つに位置づけられてい
る。
　ストレスチェックの結果を元
に、リスクの高い職員の早期発
見・対応に努めることができる。

○

　生きる支援関連事業については、自殺対策の視点からの事業のとらえ方をふまえ、市の基本施策（５項

目）及び重点施策（３項目）に基づき、関連ある主な事業を記載しています。

事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基
本
施
策

基本施策 重点施策

重
点
施
策

市
長
公
室

総
務
部
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

人事課
職員の健康管
理

　職員の心身健康の保持や
健康相談、健診後の事後指
導を行う。

　市民の相談に応じる職員の心身
面の健康の維持増進を図ること
で、自殺総合対策大綱にも記載さ
れている「支援者への支援」とな
る可能性がある。

○ ○ ○

税務課
市税・保険料
の納税相談

　市税・保険料の滞納者に
対する納付勧奨、減免状況
の把握、納税相談等の受付

　市税、保険料の滞納者は、経済
的困難を抱えている可能性が高い
ため、納付勧奨等の措置を講じる
中で潜在的なハイリスク層を把握
し、必要に応じて様々な支援機関
につなげる等、支援への接点とな
りうる。

○ ○ ○

市民対話課
市民生活無料
法律相談

　市民生活にかかる法律相
談

　弁護士相談等に至る相談者の中
には、抱えている問題が深刻で
あったり、複合的である等、自殺
リスクの高い市民も多いと思われ
る。

○ ○ ○ ○ ○

市民対話課 広聴事務 　広聴窓口業務

　広聴窓口は、自殺者の多くが複
数の問題を抱えていることから
も、潜在的な自殺リスクの高い
人々をキャッチする上で重要とな
る。
　相談対応を行う職員にゲート
キーパー研修を受講してもらい、
連携する可能性のある地域の相談
機関等に関する情報を知っておい
てもらうことで、その職員がつな
ぎ役としての対応を取れるように
なる可能性がある。

○ ○ ○ ○ ○

市民対話課
消費者対策に
関する事業

　消費生活相談や教育・啓
発・消費者団体活動支援を
行う。

　消費生活上の困難を抱える人々
の中には、自殺リスクの高い市民
も多いと思われる。
　消費生活に関する相談をきっか
けに、抱えている他の課題も把
握・対応していくことで、包括的
な問題の解決に向けた支援を展開
し得る。

○ ○ ○ ○ ○ ○

市民対話課
早かごセミ
ナー

　市民からの要請により、
職員が地域に出向いて行政
に関する情報を伝えるとと
もに、市民の意見や提言等
を伺いながら、ともにまち
づくりを考える。

　「ゲートキーパーの役割」や
「地域自殺対策の取り組み」等を
トーク事業のメニューに加えるこ
とで市民への啓発の機会となり得
る。

○

市民対話課
まちづくり
市長懇談会

　市長が自ら地域や住民の
活動の場等に出向き、行政
について市民と語り合い、
行政に関する意見・意向等
を聴取することで、行政運
営の参考とする。

　「地域自殺対策の取り組み」等
をテーマとすることで、市民への
啓発の機会となり得る。

○

市民対話課
コミュニティ
づくりの推進

　自治会役員等を対象にコ
ミュニティ活動に関する研
修会を実施する。

　研修会の中で自殺対策について
も言及してもらうことで、地域住
民間での意識の醸成と事業の周知
につながる可能性がある。

○ ○

市
民
部

総
務
部
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

市民対話課
男女共同参画
社会づくり推
進事業

　男女共同参画審議会の開
催・男女共同参画プラン推
進事業・女性問題相談の実
施・男女共同参画に関する
啓発・女性交流センターの
運営・ＤＶ講演会を行う。

　男女共同参画に関する啓発イベ
ントや講座において、自殺対策
（生きることの包括的な支援）に
関連する情報や相談先の情報を掲
載したリーフレットを配布するこ
とにより、市民に対する啓発の機
会となり得る。
　また、ＤＶ被害者は、一般的に
自殺リスクの高い方が少なくな
い。
　講演会等でＤＶと自殺リスクと
の関連性や自殺対策について言及
をすることで、ＤＶ被害者への支
援に携わる関係者の間で理解や認
識を深めてもらうことができる。
　ＤＶ被害者の支援にあたる職員
に、ゲートキーパー研修を受講し
てもらうことにより、必要に応じ
て適切な機関へつなぐ等の対応に
ついて一層の理解を深めてもらう
ことで自殺リスクを抱えた人への
支援の拡充を図れる。

○ ○ ○ ○

市民課 公営住宅事務
　公営住宅の管理事務・公
募事務を行う。

　公営住宅の居住者や入居申込者
は、生活困窮や低収入等、生活面
で困難や問題を抱えていることが
少なくないため、自殺のリスクが
潜在的に高いと思われる市民に接
触するための有効な窓口となり得
る。

○ ○ ○

市民課
国民年金受付
業務

　国民年金の届書、保険料
免除・納付猶予申請書、基
礎年金裁定請求書の受付、
相談対応等を行う。

　保険料免除・納付猶予申請をす
る住民の中で、今後の生活に対す
る不安等を相談される人に対し、
「生きることの包括的な支援」の
きっかけと捉え、実際に様々な支
援につなげられる体制を作ってお
く必要がある。
　相談を受ける職員にゲートキー
パー研修を受講してもらうこと
で、支援の必要性に気づき、必要
な支援へつなぐ役割を担えるよう
になる可能性がある。

○ ○

子育て健康
課

家庭児童相談
員設置事業

　子どもと家庭に関する総
合相談及び情報提供を行
う。

　子育て中の保護者からの育児に
関する各種相談に様々な専門機関
と連携し、危機的状況に陥る前に
家庭の問題を発見し、対応するこ
とが可能となる。

○ ○ ○

子育て健康
課

要保護児童対
策地域協議会
推進事業

　要保護児童の早期発見及
び適切な保護を図るため、
関係機関による情報交換、
支援に関する協議を行う。
また児童虐待防止の啓発を
推進する。

　子どもへの虐待は、家庭が困難
な状況にあることを示す一つのシ
グナルであるため、保護者への支
援を通じて問題の深刻化を防ぎ得
る。
　被虐待の経験は、子ども自身の
自殺リスク要因になるため、子ど
もの自殺防止、将来的な自殺リス
クを抑えることにおいても、児童
虐待防止は極めて重要である。

○ ○ ○ ○

子育て健康
課

子育て家庭
ショートステ
イ事業

　家庭での養育が一時的に
困難となった児童又は緊急
一時的に保護を必要とする
児童を養育する母子等につ
いて一定期間、宿泊を伴っ
た養育・保護を行う。

　家族の状況や保護者の抱える問
題・悩み等を察知し、必要に応じ
て支援を提供していく上での契機
となり得る。

○ ○ ○

市
民
部
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

子育て健康
課

ファミリー
サポートセン
ターの運営

　育児の援助を行いたい人
と育児の援助を受けたい人
の会員間の育児相互援助組
織である。

　会員を対象に研修を実施するこ
とで、住民同士が互いの問題に気
づき、必要時には専門機関の支援
につなげる等、地域の気づきの力
を高める際の有効な窓口となり得
る。

○ ○

子育て健康
課

母子生活支援
施設措置費

　配偶者のいない女子又は
これに準ずる事情にある女
子と、その看護すべき児童
の母子生活支援施設への入
所を実施し、自立の促進の
ためにその生活を支援す
る。

　母子家庭は経済的困窮をはじめ
様々な困難を抱えて、自殺リスク
が高い場合も少なくない。
　施設入所を支援し、そうした家
庭を把握するとともに心理的なサ
ポートも含めた支援を継続的に行
うことで、自殺リスクの軽減にも
つながり得る。

○ ○ ○

子育て健康
課

母子・父子自
立支援員設置
事業

　ひとり親家庭等の相談に
応じ、その自立に必要な情
報提供及び助言、職業能力
の向上及び求職活動に関す
る支援を行う。

　自立支援員にゲートキーパー研
修を受講してもらうことで、自殺
リスクの高いひとり親家庭を他の
機関へとつなぐ等の対応の強化に
つながり得る。

○ ○ ○ ○

子育て健康
課

母子家庭等就
業支援事業

　ひとり親家庭の父母の自
立の促進を図ることを目的
とし、職業訓練等に要した
費用等を支給する。

　それぞれの給付金申請時に自殺
のリスクを抱えた方を把握し、支
援へとつなげる接点とすることが
できる。

○ ○ ○

子育て健康
課

児童扶養手当
支給事務

　児童扶養手当の支給を行
う。

　家族との離別・死別を経験して
いる方は自殺のリスクが高まる場
合がある。
　扶養手当の支給機会は、自殺の
リスクを抱えている方を把握し、
支援へとつなげる接点になり得
る。

○ ○ ○

子育て健康
課

乳幼児一時預
かり事業

　家庭において保育を一時
的に受けることが一時的に
困難になった乳幼児を一時
的に預かる。

　保護者が用事等により子どもの
世話ができない時だけでなく、保
護者がリフレッシュしたい場合に
も利用することができる。

○ ○

子育て健康
課

子ども・子育
て支援事業計
画 の推進

　子ども・子育て支援事業
計画の推進を図る。

　子ども・子育て支援事業と自殺
対策とを連動させることにより、
妊産婦や子育て世帯への支援強化
を図ることができる。

○ ○ ○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

母子健康手帳
（親子健康手
帳）交付等

　妊娠届出のあった妊婦に
対し、母子健康手帳（親子
健康手帳）交付し、妊婦健
康診査等費用を助成する。

　本人や家族との接触時に状態を
把握し、問題があれば関係機関に
つなげる等、自殺対策を踏まえた
対応の強化を図ることができる。

○ ○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

子育て世代包
括支援セン
ター運営事業

　妊娠期から子育て期にわ
たるまでの切れ目のない支
援を行う。

　妊娠・出産・育児に関する相談
を行い、妊産婦及び乳幼児の健康
の保持増進を図り、育児不安の解
消を図ることができる。

○ ○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

子育て応援隊
活動事業

　子育て応援隊（助産師・
保育士等専門知識を有した
相談員。市長委嘱）が訪問
や相談を行う。

　本人からの相談を待つのではな
く、子育て応援隊等から働きかけ
を行うことで、問題を抱えながら
も支援につながっていない家庭を
把握し、適切な支援先へとつなげ
る。

○ ○

健
康
福
祉
部
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

子育て健康
課
（保健セン
ター）

母子訪問指
導・こんにち
は赤ちゃん訪
問

　保健師・助産師等が新生
児訪問を行い、育児相談等
を行う。

　保護者との面談時に産後うつ病
のリスク等問題があれば関係機関
につなげ、自殺対策を踏まえた対
応の強化を図ることができる。

○ ○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

産後ケア事業
　産後に家族等から支援を
得られない産婦に対し、育
児指導等を行う。

　産後は妊娠・出産に伴う女性ホ
ルモンの大きな変化や育児への不
安等から、うつ病のリスクを抱え
る危険がある。
　出産直後の早期段階から保健師
等が支援し、必要な助言・指導等
を行い、そうしたリスクの軽減を
図るとともに退院後も他の専門機
関と連携して支援を継続すること
ができれば、自殺リスクの軽減に
もつながり得る。

○ ○ ○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

乳幼児健診
　乳幼児の成長発達の確認
や保護者の育児の相談を行
う。

　乳幼児健診は、家庭の生活状況
や抱える問題等を把握する貴重な
機会となり得る。
　貧困家庭への支援や虐待防止等
の各種施策と連動させていくこと
で、乳幼児のみならず、保護者も
含めて包括的な支援を展開できる
可能性があり、そうした支援は生
きることの包括的支援（自殺対
策）にもなり得る。

○ ○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

こども発達相
談

　小児神経科医師や臨床心
理士、言語聴覚士等が子ど
もに発達に関する相談を行
うことにより、保護者の負
担や不安感の軽減に寄与し
得る。

　子どもの発達に関する相談を行
うことにより、保護者の負担や不
安感の軽減に寄与し得る。
　必要時には他の関係機関へとつ
なぐ等の対応を取ることで、包括
的な支援を提供し得る。

○ ○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

育児相談
　保健師・助産師等が育児
に関する相談を行う。

　産後うつ病や育児不安は母親の
自殺リスクを高める場合がある。
　早期の段階から専門家が関与
し、問題の聞き取りを踏まえて必
要な助言・指導を提供すること
で、そうしたリスクを軽減させる
とともに、必要時には他の専門機
関へとつなぐ等の対応を推進する
ことは、生きることの包括的支援
の推進にもつながる。

○ ○ ○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

健康増進計画
の推進

　計画の推進・健康づくり
推進協議会の運営･広報へ
の記事掲載等を行う。

　広報において、自殺対策（生き
ることの包括的支援）を取り上げ
ることで、市民への周知、啓発の
機会になり得る。

○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

健康教育
　保健師等が健康教育を行
う。

　自殺対策に関する内容を行い、
自殺予防に対する市民への周知、
啓発の機会になり得る。

○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

生活習慣病健
診

　各地区公民館等で生活習
慣病健診（特定健診・がん
検診）を実施する。

　健診受診者にうつチェックアン
ケートを実施し、自殺リスクが高
い受診者がいた場合に、個別の支
援につなげ、問題の早期発見と早
期支援につなげる。

○ ○ ○

健
康
福
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部
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

子育て健康
課
（保健セン
ター）

心の健康づく
り事業

　心の健康づくりについて
の普及啓発や講座を実施す
る。

　自殺問題とその対応や、相談機
関の周知を行い、住民の理解促進
を図ることができる。

○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

精神保健対策
（普及啓発事
業）
（自殺防止対
策事業除く）

　普及啓発事業(精神保健
福祉講演会の開催等)を行
う。

　精神障害を抱える方の中には自
殺リスクの高い方が少なくない。
　講演会の中で自殺行動について
取り上げることができれば、自殺
問題についての啓発の機会となり
得る。

○

子育て健康
課
（保健セン
ター）

健康相談員活
動

　健康相談員（保健師・看
護師の専門知識を有した相
談員。市長委嘱）による健
康相談、健康教育を実施す
る。

　健康相談員が地域の高齢者の健
康相談を行うことより、自殺のリ
スクの高い高齢者を行政につなぐ
等の対応を行うことができる。

○ ○

社会福祉課
民生委員・児
童委員

　ひとり暮らしの不安、介
護についての困りごと、子
育て上の不安等、住民の生
活上の問題に関する相談に
応じ、必要があれば関係機
関や社会資源につなげる。

　相談者の中で問題が明確化して
いなくても、同じ市民という立場
から、気軽に相談できるという強
みがある。
　地域で困難を抱えている人に気
づき、適切な相談機関につなげる
上で、地域の最初の窓口として機
能し得る。

○ ○ ○ ○ ○

社会福祉課
ボランティア
センター運営
費補助

　ボランティアセンターに
対して補助金を交付し、ボ
ランティア活動の振興を図
る。

　ボランティアセンター登録団体
にゲートキーパー研修を受講して
もらい、いざというときのつなぎ
先や初期対応等を知っておいても
らうことで、地域の自殺対策（生
きる支援）に関わる人材を増やせ
る可能性がある。

○

社会福祉課
地域福祉推進
事業

　地域福祉計画において目
指している「深めよう地域
の絆　みんなで支え合うや
さしいまち赤穂」の実現に
向け、計画に基づき、地域
住民や民間団体の自主的な
福祉活動を支援し、地域住
民の多様な福祉ニーズに対
応できるようにするため、
住民と行政が協働し、福祉
のまちづくりを推進する。

　地域包括ケアと自殺対策との連
動は今後の重要課題ともなってお
り、地域福祉ネットワークや会議
体はその連動を進める上での要と
なり得る。
　地域の自殺実態や対策の情報、
要支援者の安否情報の収集ならび
に関係者間での情報等の共有を図
る。
　民生委員・児童委員や地域福祉
推進委員による相談活動や見守り
活動は、地域において自殺リスク
を抱えた対象者の早期発見と支援
にもなり得る。

○

社会福祉課
保護司会補助
金

　地域の保護司会の健全な
運営を図るため、保護司会
に対し補助金を支給する。

 犯罪や非行に走る人の中には、
日常生活上の問題や、家庭や学校
の人間関係にトラブルを抱えてお
り、自殺のリスクが高い方も少な
くない。
 保護司にゲートキーパー研修を
行うことで、対象者が様々な問題
を抱えている場合には、保護司が
適切な支援先へとつなぐ等の対応
を取れるようになる可能性があ
る。

○ ○ ○

健
康
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部
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

社会福祉課
養護老人ホー
ムへの入所

　65歳以上で経済的理由等
により自宅での生活が困難
な高齢者への入所手続きを
行う。

  老人ホームへの入所手続きの中
で、当人や家族等と接触の機会が
あり、問題状況等の聞き取りがで
きれば、家庭での様々な問題につ
いて察知し、必要な支援先につな
げる接点ともなりうる。

○ ○

社会福祉課
在宅老人介護
者支援事業

　ねたきり・認知症・重度
の障がいのある人の介護者
が組織する「介護者の会」
の行う援助活動を支援する
ため補助金を支給する。

　情報交換や研修会を通じて、在
宅介護における介護者の精神的・
身体的負担が図れる。

○ ○

社会福祉課

福祉サービス
利用援助事
業・成年後見
制度利用支援
事業

　社会福祉協議会事業に対
する補助や福祉サービス等
の相談受付、成年後見制度
申立ての手続き等を行う。

  判断能力に不安を抱える人の中
には、精神疾患等により、自殺の
リスクが高い人も含まれる可能性
がある。
　接触する機会を通じて、自殺の
リスクが高い人の情報をキャッチ
し支援につなぐ。

○

社会福祉課
心配ごと相談
所運営費補助
金

　生活課題を抱える地域住
民のあらゆる相談に応じ、
適切な助言・援助を行い地
域住民の向上を図る目的で
行われる心配ごと相談所に
対する補助金を支給する。

　心配ごと相談員にゲートキー
パー研修を受講してもらうことに
より、生活相談等の相談対応にお
いて、自殺対策の視点も加えて、
問題を抱えた地域住民の早期発見
と支援の推進を図ることができ
る。

○

社会福祉課
老人クラブ助
成事業

　老人クラブへの活動費を
助成する。

　講習会や研修会で自殺問題に関
する講演ができれば、住民への問
題啓発と研修機会となりうる。

○ ○ ○

社会福祉課
基幹相談支援
センター等機
能強化事業

　障がいのある人の福祉に
関する様々な課題について
障がい者（児）及びその家
族からの相談に応じ、必要
な情報提供及び助言、障が
い福祉サービスの利用支援
等、必要な支援を行う。加
えて、関係機関との連絡調
整、その他障がいのある人
等の権利擁護のために必要
な相談支援の基幹となる相
談支援センターを運営す
る。

　障がいのある人の抱える様々な
問題に気づき、適切な支援先へと
つなげる上での最初の窓口とな
り、自殺リスクの軽減にも寄与し
得る。

○ ○ ○ ○ ○

社会福祉課
日中一時支援
事業

　障がいのある人の日中に
おける活動の場を確保し、
その家族の就労支援及び日
常的に介護している家族の
一時的な休息のための支援
を行う。

　日中における活動の場を活用
し、障がい者（児）の状態把握を
行うことで、虐待等の危険を早期
に発見するための機会ともなり得
る。それは自殺リスクへの早期対
応にもつながりうる。
　介護の負担を軽減するという意
味で、支援者（介護者）への支援
としても位置づけ得る。

○

社会福祉課
生活一時資金
貸付事業

　住民の生活安定のため、
差し迫って必要とする生活
資金を迅速かつ低利で貸し
付ける。

　資金の貸与時に、当人と対面し
聞き取り等を行う機会があれば、
困難な状況に陥った背景や原因等
を把握し、支援先につなげるなど
の対応が可能となり得る。

○ ○

健
康
福
祉
部
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

社会福祉課
安心見守り
コール事業

　通報システムを設置する
ことで、在宅のひとり暮ら
しの高齢者及び重度身体障
がい者の緊急事態における
不安を解消し、日常生活の
安全を確保する。

　通報システムの設置を通じて、
ひとり暮らしの高齢者及び重度身
体障がい者の連絡手段を確保し、
状態把握に努めるとともに、必要
時には他の機関につなぐ等の対応
をする等、支援への接点として活
用し得る。

○ ○

社会福祉課
重度心身障害
者介護手当支
給事務

　介護者に手当を支給する
ことにより当該介護者の負
担を軽減する。

　手当の支給手続きに際して、家
族等と対面で応対する機会を活用
することで、問題の早期発見・早
期対応への接点になり得る。

○

社会福祉課
特別障害者手
当等支給事務

　日常生活において常時介
護が必要な人に手当を支給
することにより、精神的、
物質的な特別な負担の軽減
の一助とする。

　手当の支給手続きに際して、当
事者や家族等と対面で応対する機
会を活用することで、問題の早期
発見・早期対応への接点になり得
る。

○

社会福祉課

介護給付費等
支給事業（障
害児通所支
援）

　児童発達支援・医療型児
童発達支援・放課後等デイ
サービス・保育所等訪問支
援・障害児相談支援を行
う。

　障がいのある子どもへのサービ
ス提供、保護者への相談支援の提
供は、保護者に過度な負担が掛か
るのを防ぎ、結果として保護者の
自殺リスクの軽減にも寄与し得
る。

○

社会福祉課
介護給付費等
支給事業

　居宅介護・生活介護・就
労継続支援Ａ型／Ｂ型・共
同生活援助・相談支援等を
行う。

　サービス提供事業所は、障がい
のある人の様々な問題に気づき、
適切な支援先へとつなげる上での
窓口となり得るものであり、その
ような取り組みは自殺リスクの軽
減にも寄与し得る。

○

社会福祉課
（さくら
園）

障害福祉サー
ビス事業所の
運営

　障害福祉サービス事業所
を運営する。

　障がいのある人への就労支援を
通じて、仕事以外の問題にも気づ
き、必要な場合には支援先につな
ぐ等の対応により、必要な支援へ
の接点になり得る。

○ ○

社会福祉課
心身障害児療
育事業

　支援が必要な児童に対
し、日常生活における基本
的な動作の指導及び集団生
活への適応訓練等を行う。

　障がいのある子どもや家族の直
面する様々な生活上の困難への対
応負担から、保護者自身が疲弊
し、自殺リスクを抱える可能性も
ある。
　対応を行う職員にゲートキー
パー研修を実施する等、家族の状
況把握の際に自殺対策の視点につ
いても理解してもらい、問題を抱
えている場合には、その職員が適
切な窓口へつなぐ等、対応の強化
につながり得る。

○

社会福祉課
理解促進研
修・啓発事業

　障がいや障がいのある人
への理解を促進するため、
障がい者基幹相談支援セン
ターによる研修等を通じ
て、住民等に対し周知・啓
発を行う。

　研修等を通じて、必要時には適
切な機関へつなぐ等の対応につい
て理解を深めてもらい、自殺リス
クを抱えた人の把握、支援を拡充
していくことができる。

○

社会福祉課
障害者自立支
援協議会・各
部会の開催

　医療・保健・福祉・教育
及び就労等に関係する機関
とのネットワークを構築す
る。

　教育や福祉等の各種関係機関の
間に構築されたネットワークは、
自殺対策（生きることの包括的支
援）を展開する上での基盤ともな
り得る。
　また、相談支援マップ等を作成
し、必要な情報提供に努める。

○ ○

健
康
福
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部
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

社会福祉課

障がい者相談
員による相談
業務（身体・
知的障がい者
相談員）

　市より委嘱した障がい者
相談員による相談業務を行
う。

　障がいのある人は、生活上の
様々な困難に直面する中で、自殺
のリスクが高まる場合もある。
　相談員と情報共有し、必要な場
合には適切な支援先につなぐ等、
相談員が気づき役、つなぎ役とし
ての役割を担う。

○

社会福祉課
手話通訳者及
び要約筆記者
派遣事業

　聴覚、言語機能、音声機
能及びその他の障がいのた
め意思疎通を図ることに支
障がある障がい者並びにそ
の者とコミュニケーション
を図る必要のある者の意思
伝達手段を確保し、社会参
加と自立を促進する。

　手話通訳者が、対象者の抱える
自殺リスクに早期に気づき、必要
時には適切な機関へつなぐ等、気
づき役、つなぎ役としての役割を
担えるよう日頃より情報共有を図
る。

○

社会福祉課
生活保護各種
扶助事務

　生活保護受給者に対し、
生活・住宅・教育・介護・
医療・出産・生業・葬祭扶
助を行う。

　生活保護受給者の中には、複合
的な要因から自殺のリスクが高い
人もあるため、各種相談・支援の
提供は、そうした人々にアプロー
チするための機会となり得る。訪
問等の機会を通じて本人や世帯の
問題状況を把握し、必要に応じて
適切な支援先につなげられれば、
自殺のリスクが高い集団へのアウ
トリーチ策として有効に機能し得
る。

○ ○ ○

社会福祉課
生活保護施行
に関する事務

　生活保護受給者に対し、
就労支援・医療ケア相談・
高齢者支援・資産調査を行
う。

　生活保護受給者の中には、複合
的な要因から自殺リスクが高い人
もあるため、各種相談・支援の提
供は、そうした人々にアプローチ
するための機会となり得る。

○ ○ ○

社会福祉課

生活困窮者自
立支援事業
（自立相談支
援事業）

　生活困窮者に対し、自立
相談支援事業を行う。

　生活困窮に陥っている人と自殺
のリスクを抱えた人とは、直面す
る課題や必要としている支援先等
が重複している場合が多く、厚生
労働省からの通知でも生活困窮者
自立支援事業と自殺対策との連動
が重要であると指摘されている。
　そのため個別のケース検討など
庁内及び関係機関との連携の中
で、連動性を高めていくことが重
要である。

○ ○ ○

社会福祉課

生活困窮者自
立支援事業
（住居確保給
付金）

　生活困窮者に対し、住居
確保給付金を支給する。

　住居は最も基本的な生活基盤で
あり、その喪失の恐れや不安は自
殺リスクを高めることになりかね
ない。
　住居問題を抱えている人は自殺
のリスクが高まることが少なくな
いため、自殺のリスクが高い集団
にアプローチする窓口、接点とな
り得る。

○ ○ ○

社会福祉課

生活困窮者自
立支援事業
（一時生活支
援事業）

　生活困窮者に対し、一時
生活支援事業により宿泊場
所の提供を行う。

　住居は生活の基盤であり、その
喪失は自殺リスクを高めることに
なりかねない。
　宿泊場所の提供や衣食の支給
は、自殺リスクの高い集団への支
援策として極めて重要と言える。

○ ○ ○

健
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

医療介護課
小児慢性特定
疾病等医療費
助成

　小児慢性特定疾病等につ
いて医療費助成を受けるた
めの相談や申請の受付を行
う。

　特定疾病を抱える子どもとその
保護者は、生活面や金銭面で、
様々な困難や問題を抱えている可
能性がある。
　医療費助成の相談や申請への対
応時に状況等の聞き取りを行い、
問題を抱えている場合には、包括
的な支援へとつなげる等、支援へ
の接点になり得る。

○

医療介護課
重複・頻回多
受診者訪問指
導

　重複・頻回多受診者を訪
問指導することにより、被
保険者の健康相談、適正受
診の指導を行う。

　医療機関を頻回・重複受診する
方の中には、地域で孤立状態に
あったり、日々の生活や心身の健
康面等で不安や問題を抱え、自殺
リスクが高い方もいると思われ
る。
　訪問指導の際に状況の聞き取り
と把握を行うことで、自殺のリス
クが高い場合には、他機関につな
ぐ等の対応を行うことができれ
ば、自殺リスクの軽減にもつなが
り得る。

○ ○

医療介護課
介護認定調査
事業

　介護保険要介護認定にお
ける介護認定調査を行う。

　介護認定調査を行う際に本人や
その家族と直接やりとりの機会が
あれば、その機会を活用し自殺リ
スクの把握を行うとともに、必要
な場合には、適切な機関につなぐ
等の対応が必要である。

○ ○

医療介護課
介護給付に関
する事務

　介護給付に係る居宅介
護・重度訪問介護・行動援
護・同行援護・重度障害者
等包括支援・短期入所・療
養介護・生活介護・施設入
所支援・相談支援を行う。

　介護は本人や家族にとって負担
が大きく、最悪の場合、心中や殺
人へとつながる危険もある。
　相談支援の提供は、介護にまつ
わる問題を抱えて、自殺のリスク
が高い層との接触を可能にする貴
重な機会であるとともに相談を通
じて本人や家族のリスク軽減に寄
与し得る。

○ ○

医療介護課 葬祭費
　被保険者の死亡に対し、
一時金を支給する。

　葬祭費の申請を行う方の中に
は、大切な方との死別のみなら
ず、費用の支払いや死後の手続き
面などで様々な問題を抱えて、自
殺リスクの高まっている方もいる
可能性がある。そのため抱えてい
る問題に応じて、そうした方を支
援機関へとつなぐ機会として活用
し得る。
　亡くなった方の中には自殺によ
る死亡のケースがあることも想定
されるため、遺族に対して一律で
相談先等の情報を掲載したリーフ
レット（自死遺族の相談・支援先
も掲載）を配布することにより、
一時金の支給機会を遺族への情報
提供の機会として活用することも
できる。

○

医療介護課
（地域包括
支援セン
ター）

包括的支援事
業・権利擁護
業務

　高齢者の虐待防止や早期
発見に努め、高齢者や養護
者への支援を行うとともに
関係機関の連携体制の強化
を図る。

　虐待や介護と自殺との関係につ
いて関係機関と情報共有すること
で、高齢者の自殺対策について
理解を深めてもらい自殺予防の取
り組みの推進を図る。

○ ○ ○

健
康
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部
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

医療介護課
（地域包括
支援セン
ター）

家族介護支援
　高齢者とその家族の悩み
ごとや介護保険等に関する
総合相談を行う。

　介護は当人や家族にとっての負
担が少なくなく、時に自殺リスク
につながる場合もある。
　介護にまつわる諸問題について
の相談機会の提供を通じて、家族
や当人が抱える様々な問題を察知
し、支援につなげることは、自殺
対策（生きることの包括的支援）
にもつながる。

○ ○ ○ ○ ○

医療介護課
（地域包括
支援セン
ター）

包括的支援事
業・総合相談
支援業務

　高齢者に対し必要な支援
を把握するため、地域包括
支援センターにおいて、初
期段階から継続して相談支
援を行い、ネットワークの
構築に努める。

　問題の種類を問わず総合的に相
談を受けることで、困難な状況に
陥った高齢者の情報を最初に
キャッチできる窓口となり得る。
　訪問等のアウトリーチ機能も有
していることから、支援の途中で
関わりが途切れる事態を防ぐこと
も可能で、取り組み自体が生きる
ことの包括的支援（自殺対策）に
もなっている。

○ ○

医療介護課
（地域包括
支援セン
ター）

地域包括ケア
システム

　誰もが住み慣れた地域で
安心して自分らしい暮らし
を続けることができるよ
う、「住まい・医療・介
護・介護予防・生活支援」
を地域で一体的に提供する
地域包括ケアシステムの拠
点を地域包括支援センター
に設置する。

　地域包括ケアシステムの拠点
は、地域包括ケアと自殺対策との
連動を進める上での中心的役割を
担いうる。
　拠点における種々の活動を通じ
て、地域の問題を察知し支援へと
つなげる体制を整備するだけでな
く、地域住民同士の支え合いや助
け合いの力の醸成にもつながり、
それは自殺対策（生きることの包
括的支援）にもなり得る。

○ ○ ○ ○ ○ ○

医療介護課
（地域包括
支援セン
ター）

認知症サポー
ター養成推進
事業

  認知症に対する正しい知
識を市民に理解いただき、
認知症高齢者やその家族に
対する偏見や不安を取り除
くため、認知症サポーター
養成講座を実施する。ま
た、認知症の人への支援活
動を希望する認知症サポー
ター登録を進め（登録認知
症サポーター）、地域全体
で認知症高齢者を見守る支
える社会づくりを目指す。

　認知症の家族にかかる負担は大
きく、介護の中で共倒れとなった
り心中が生じたりする危険性もあ
る。
　サポーターにゲートキーパー研
修を受講してもらうことで、サ
ポーターがそうしたリスクの早期
発見と対応等、気づき役としての
役割を担えるようになる可能性が
ある。

○ ○ ○

医療介護課
（地域包括
支援セン
ター）

認知症カフェ
推進事業

　認知症の家族がいる人、
介護従事者等、地域で認知
症に関心を持つ市民が気軽
に集まれる場を開設するこ
とにより、気分転換や情報
交換のできる機会を提供す
る。

　認知症の当事者やその家族のみ
ならず、介護従事者が悩みを共有
したり、情報交換を行ったりでき
る場を設けることで、支援者相互
の支え合い（※）の推進に寄与し
得る。
※支援者への支援は、新しい自殺
総合対策大綱において重点項目の
1つとされている。

○ ○ ○ ○

医療介護課
（地域包括
支援セン
ター）

いきいき百歳
体操推進事業

　住民主体の通いの場にお
ける重りを使った介護予防
の体操を行う。

　高齢者が地域で集える機会を設
けることで、高齢者の状況を定期
的に把握し、異変があれば必要な
支援策や専門機関につなぐ等、支
援への接点となり得る。

○ ○ ○

健
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

産業観光課
若者就業
サポート相談
会の実施

　若年層を主な対象にしつ
つ、就労相談を実施する。

　若年者の就労支援は、それ自体
が重要な生きる支援（自殺対策）
でもある。また就労に関わる問題
だけでなく、若年者への生きるこ
との包括的な支援にもなり得る。

○ ○ ○

産業観光課
中小企業経営
安定資金融資

　中小企業の経営者が事業
資金を必要とする際に低金
利で借入ができるよう金融
機関に資金を預託し、融資
のあっせんを行う。
　信用保証制度を利用した
中小企業者に対する補助を
行う。
　融資を受ける資金のう
ち、設備資金相当額の利子
を補給する。

　融資の機会を通じて、企業の経
営状況を把握するとともに、経営
難に陥った際の相談機関等を周知
することで、適切な支援先へと繋
ぐことができる。

○ ○

総務課 広報活動事業

　学校で行われている特色
ある教育活動、地域全体で
共通に取り組んでいる教育
活動に関して、時宜にか
なった形で分かりやすく情
報を提供する。

　ＳＯＳの出し方教育について取
り上げることにより、住民に対し
て取り組み情報を周知することが
できる。

○ ○

総務課

就学援助・特
別支援教育就
学補助費に関
する事業

　経済的理由により、就学
困難な児童・生徒に対し、
給食費・学用品等の補助を
行う。
　また、特別学級等で学ぶ
際に保護者が負担する教育
関係経費について家庭の経
済状況等に応じ、就学奨励
費の補助を行う。

　就学に際して経済的困難を抱え
ている児童・生徒は、その他にも
様々な問題を抱えていたり、保護
者自身も困難を抱えている可能性
が考えられる。
　費用の補助に際して保護者と応
対する際に、家庭状況に関する聞
き取りを行うことで、自殺リスク
の早期発見と対応に加えて、相談
先一覧等のリーフレットの配布等
を通じた情報提供の機会にもなり
得る。

○ ○

こども育成
課

保育所・幼稚
園

　保育所・幼稚園における
保育や入園前の幼児及び保
護者を対象としたキンダー
スクール・未就園児保育を
行う。

　保育士・幼稚園教諭にゲート
キーパー研修を実施することで、
保護者の自殺リスクを早期に発見
し、他の機関へとつなぐ等、保育
士・幼稚園教諭が気づき役やつな
ぎ役としての役割を担えるように
なる可能性がある。

○ ○

指導課
保幼小中連携
事業

　保育所・幼稚園・小学
校・中学校間で連携し、ス
ムーズな移行を図るととも
に、希望や目標をもって各
学校に入学し、充実した学
校生活を送ることができる
ようにする。

　保育所・幼稚園・小学校・中学
校間で、児童生徒の家族の状況等
も含めて情報を共有できれば、自
殺のリスクを抱える家庭を包括
的・継続的に支援することができ
る。

○ ○

指導課
学校図書館活
用事業

　学校図書館の利活用を図
る。

　学校の図書館スペースを利用
し、９月の自殺予防週間や３月の
自殺対策強化月間時に、「いの
ち」や「心の健康」をテーマにし
た展示や関連図書の特集を行うこ
とで、児童生徒等に対する情報周
知を図ることができる。

○

建
設
経
済
部
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

指導課
中学校運動部
活動推進事業

　中学校の部活動につい
て、各中学校の部活動の充
実を図り、生徒が意欲的に
学校生活を送ることができ
るようにする。

　部活動の監督指導は、多忙な教
員にとって少なからず負担となっ
ている側面がある。
　地域住民と連携・協力し、部活
動を実施できる体制を整備するこ
とで、教員に対する支援（支援者
への支援）を強化し得る。

○ ○

指導課
就学に関する
支援

　特別に支援を要する児
童・生徒に対し、関係機関
と協力して一人一人の障害
及び発達の状態に応じたき
め細かな相談を行う。

　特別な支援を要する児童・生徒
は、学校生活上で様々な困難を抱
える可能性が想定される。
　各々の状況に応じた支援を関係
機関が連携・展開することで、そ
うした困難を軽減し得る。
　児童・生徒の保護者の相談にも
応じることにより、保護者自身の
負担感の軽減にも寄与し得る。

○

指導課
教職員人事・
研修関係に関
する事業

　生活リズムの向上、体力
の向上に向けた教職員の研
修及び研究・取り組みを行
う。

　教職員の過労や長時間労働が問
題となる中で、研修により、メン
タルヘルスの状態を客観的に把握
し、必要な場合には適切な支援に
つなげる等の対応を取ること等に
つ いて理解を深めることで、教
職員への支援（※支援者への支
援）の意識醸成につながり得る。
　研修資料の１つとして相談先一
覧等のリーフレットの配布を行う
ことで、教員自身ならびに児童生
徒向けの支援策の周知徹底と活用
を図ることができる。

○

指導課
学校園健康管
理事業

　労働安全衛生法に基づ
き、衛生委員会を設置する
とともに、産業医の委嘱を
行っており、必要に応じて
相談できるようにしてい
る。

　学校職員（支援者）の健康管理
を通じて、支援者に対する支援の
充実を図ることができる。

○

指導課

生活指導・健
全育成に関す
る事業
（教職員向け
研修等）

　問題行動の未然防止を含
めた児童・生徒の健全育成
のために研修体制を充実さ
せる。

　問題行動を起こす児童・生徒の
中には、様々な困難を抱え、自殺
リスクの高い子どもがいる可能性
もある。
　教職員向け研修の中で自殺問題
や支援先等に関する情報を提供す
ることにより、子どもの自殺リス
クに直面した際の対応と支援につ
いて、理解を深めてもらう機会と
なり得る。
　研修でリーフレットを配布する
ことにより、児童生徒向けの支援
策の周知を図ることもできる。

○ ○

指導課

生活指導・健
全育成に関す
る事業
（福祉専門家
による健全育
成の推進強
化）

　社会福祉士や精神保健福
祉士等の福祉の専門家によ
る健全育成の推進を強化す
る。

　保護者に対して福祉の専門家が
直接応対し、子育てをはじめとす
る様々な相談に応じることで、家
庭の直面している問題に早期に気
づき、適切な関係機関につなげる
等、必要な支援への窓口となり得
る。
　専門家から相談リーフレットの
配布をしてもらえれば、児童生徒
に様々な相談先の情報を周知する
機会ともなり得る。

○ ○

教
育
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

指導課
いじめ防止対
策事業

　各校のいじめ防止基本方
針の点検と見直し、個別支
援等を通じて、いじめの早
期発見、即時対応、継続的
な再発予防を図る。

　いじめは児童生徒の自殺リスク
を高める要因の1つであり、いじ
めを受けている児童生徒の早期発
見と対応を行うだけでなく、いじ
めを受けた子どもが周囲に助けを
求められるよう、ＳＯＳの出し方
教育を推進することで、児童生徒
の自殺防止に寄与し得る。

○ ○

指導課
教育相談（い
じめ含む）

　子どもの教育上の悩みや
心配事に関する相談を、教
育相談員（心理）が対面で
受け付ける。また、仕事の
都合や家庭の事情等で来室
できない場合には、電話相
談も行う。

　学校以外の場で専門の相談員に
相談できる機会を提供すること
で、相談の敷居を下げ、早期の問
題発見・対応に寄与し得る。
　教育相談に訪れた保護者にリー
フレットを配布することで、相談
先情報の周知を図ることもでき
る。

○ ○ ○

指導課

スクール
ソーシャル
ワーカー活用
事業

　社会福祉等の専門的な知
識や技術を有するスクール
ソーシャルワーカーを活用
し、様々な課題を抱えた児
童生徒に対し、当該児童生
徒が置かれた環境へ働きか
けや関係機関等とのネット
ワークを活用する等、多様
な支援方法を用いて課題解
決への対応を図る。

　様々な課題を抱えた児童生徒自
身、及びその保護者等が自殺リス
クを抱えている場合も想定され
る。
　スクールソーシャルワーカーに
よる関係機関とも連携した包括的
な支援は、児童生徒や保護者の自
殺リスクの軽減にも寄与し得る。

○ ○ ○ ○

指導課
不登校児童生
徒支援事業

　不登校児童生徒(公立学
校に通う小中学生)を対象
にした適応指導教室の設置
や不登校児童生徒の集団再
適応、自立を援助する学
習・生活指導等の実施、不
登校児童生徒の保護者に対
する相談活動を実施する。

　適応指導教室の指導員にゲート
キーパー研修を受講してもらうこ
とで、自殺リスクの把握と対応に
ついて理解が深まり、不登校児童
生徒の支援の拡充につながる可能
性がある。
　ゲートキーパー研修受講によ
り、不登校児童生徒の保護者から
相談のあった場合に、指導員が必
要に応じて適切な機関へつなぐ等
の対応をとれるようになる。

○ ○ ○

指導課

教育に関する
調査研究・会
議や連絡会の
開催等

　不登校対策として、ス
クールカウンセラーの配置
や教育相談室相談員との連
携強化を図る。

　不登校の子どもは当人自身のみ
ならず、その家庭も様々な問題や
自殺リスクを抱えている可能性も
ある。
　そうしたリスクに対して、ス
クールカウンセラーや専門相談員
と連携することで、児童生徒の家
庭の状況にも配慮しながら、連携
して問題解決へとつなげることが
可能になり得る。

○ ○ ○

指導課

スクール
ソーシャル
ワーク推進事
業

　スクールソーシャルワー
カー及び学生ボランティア
を活用し、課題を抱える子
どもを支援する。

　年齢が近い大学生と接触する中
で、児童生徒が自身や家庭の問
題・悩み等を相談する可能性があ
る。
　相談対応を通じて、児童生徒の
家庭状況を把握するとともに、必
要時には地域の支援先へつなぐ等
の対応をとり得る。

○ ○ ○ ○

教
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

指導課
スクールアド
バイザー派遣
事業

　不登校やいじめ等の問題
行動に適切に対処するため
にカウンセラーを市内中学
校に派遣する。

　様々な課題を抱えた児童生徒自
身、及びその保護者等が自殺リス
クを抱えている場合も想定され
る。スクールソーシャルワーカ―
による関係機関とも連携した包括
的な支援は、児童生徒や保護者の
自殺リスクの軽減にも寄与し得
る。

○ ○ ○ ○

指導課
命を守る教育
推進事業

　児童生徒が心肺蘇生法や
ＡＥＤの使用等の知識を身
につけるとともに命を守る
現場の専門家の話を聞くこ
とにより自他の命を大切に
する心を育てる。

　講演会等の中で自殺問題につい
て言及する等、自殺対策を啓発す
る機会となりうる。また、命の大
切さを感じることにより、自殺リ
スクの軽減に寄与し得る。

○ ○ ○

指導課
児童生徒交流
会推進事業

　「いじめ問題等再発防止
に係る第三者委員会」から
の提言に基づき、具体的な
対策を行動として実践す
る。

　いじめは児童生徒の自殺リスク
を高める要因の１つであり、いじ
めを受けている児童生徒の早期発
見と対応を行うだけでなく、いじ
めを受けた子どもが周囲に助けを
求められるよう、ＳＯＳの出し方
教育を推進することで、児童生徒
の自殺防止に寄与し得る。
　また、各校のネットワークを構
築することで、取り組みをより活
性化する。

○ ○ ○ ○

指導課
青少年健全育
成事業

　青少年の健全な育成を目
指し、巡回補導活動や相談
を行う。

　青少年育成推進委員にゲート
キーパー研修を受講してもらうこ
とで、様々な問題を抱える青少年
の早期発見と対応に努めることが
できる。
　広報啓発パンフレットに様々な
相談先の情報を入れ込むことで、
相談先の周知徹底を図れる。

○ ○ ○ ○

指導課

同和・人権啓
発事業
（人権啓発事
業）

　人権意識を高めるための
啓発を行う。

　講演会等の中で命の大切さを知
り、人権意識を高めることにより
リスクの軽減に寄与する。

○

指導課
青少年補導セ
ンター事業

　青少年の非行防止、健全
育成を図るための事業（街
頭補導・電話相談窓口の設
置・青少年健全育成のため
の広報啓発活動）を行う。
　また、補導センターだよ
り、非行防止チラシの配布
等を行う。

　街中の徘徊等、一見すると「非
行」と思われる行動が、実は青少
年にとっての「ＳＯＳ」である場
合も少なくない。
　研修会等の際に青少年の自殺の
現状と対策について、情報提供を
行うことにより、青少年向け対策
の現状と取り組み内容について理
解を深めてもらうことができる。

○ ○ ○ ○

指導課
青少年教育に
関する事業

　青少年の豊かな人格形成
や指導者の資質の向上を図
る各種講習会の開催や青少
年育成推進委員に関する事
務、ふれ合い教室を運営す
る。

　青少年層は学校や会社等でのつ
ながりが切れてしまうと、社会と
の接点を喪失し孤立化する危険性
が高い。
　青少年たちの集える場や機会の
創設・運営を支援することで、自
殺のリスクを抱えかねない青少年
との接触を図れる可能性がある。

○ ○ ○

教
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

指導課
青少年対策に
関する事業

　青少年育成推進委員協議
会の開催、青少年育成地区
委員会への補助金交付、研
修会講師派遣等を行う。

　協議会において、青少年層の抱
える問題や自殺の危機等に関する
情報を共有してもらうことで、実
務上の連携の基礎を築ける可能性
がある。
　地域の若年層の自殺実態を把握
する上で、青少年に関する情報収
集の機会となる可能性もある。

○ ○ ○ ○

指導課
地域サポート
チーム会議

　次代の地域を担う子ども
を住民全体で育成するた
め、サポート会議を設置
し、青少年の健全育成活動
を推進する。

　関連の会議のなかで、青少年の
自殺の現状と対策について情報提
供を行うことにより、現状と取り
組みについての理解を深めてもら
う機会となり得る。

○ ○

生涯学習課
子ども会連合
会補助金

　子ども会活動の活性化を
図る。

　役員会の場で相談先の情報等を
あわせて提供することで、保護者
自身が問題を抱えた際の相談先の
情報提供の機会とすることができ
る。

○ ○ ○ ○

生涯学習課
アフター
スクール子ど
も育成事業

　就業等により昼間保護者
のいない家庭の小学校児童
を放課後及び長期休業中に
学童保育で保育する。

　学童保育を通じて、保護者や子
どもの状況把握を行う機会が多々
あり、悩みを抱えた子どもや保護
者を把握する接点になり得る。
　学童保育所の職員にゲートキー
パー研修を受講してもらうこと
で、問題を抱えている保護者や子
どもがいた場合には、その職員が
必要な機関へつなぐ等の対応が取
れるようになる可能性がある。

○

生涯学習課
子育て学習
センター活動
事業

　子育て中の親を支援し、
自主的・主体的に生きる子
どもを育成することを目的
に子育ての悩みカウンセリ
ングや子育てグループの育
成・支援を行う。

　子育て広場の設置、多児の会等
の当事者グループの運営等、子育
て中の保護者に対するリスクの把
握、切れ目のない多様な支援は、
生きることの包括的支援（自殺対
策）にもなり得る。

○ ○

生涯学習課
ＰＴＡ活動の
支援・育成に
関する事業

　ＰＴＡに対するセミナー
や研修会を実施する。

　セミナーや研修会等で自殺問題
について講演することにより、保
護者の間で、子どもの自殺の危機
に対する気づきの力を高めること
ができる。
　役員会の場で相談先の情報等を
あわせて提供することで、保護者
自身が問題を抱えた際の相談先の
情報提供の機会とすることができ
る。

○ ○ ○ ○

中央公民館
公民館登録
サークル活動

　協働の学びと実践の場と
して、地域において人の役
に立つ活動をしてみたいと
思っている住民が、一歩を
踏み出していく時に必要な
学習について支援する。

　スクールでの講義を通じて、地
域内の自殺の状況や自殺対策に関
する理解を深めてもらうことで、
地域の「支え手」を育成する機会
になり得る。
※いざという時のつなぎ先を知っ
ておいてもらえるような工夫が必
要である。

○ ○

教
育
委
員
会
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事業概要 自殺対策の視点担当課 事業名

基本施策 重点施策

教
育
委
員
会

図書館
図書館運営事
業

　市民の生涯学習の場とし
ての読書環境の充実や映画
会・お話し会等の開催等、
教育・文化サービスの提供
を行う。

　図書館を啓発活動の拠点とし、
自殺対策強化月間や自殺予防週間
等の際に連携し、できれば、住民
に対する情報提供の場として活用
し得る。
　また、学校に行きづらいと思っ
ている子どもたちにとって「安心
して過ごせる居場所」となり得る
可能性もある。

○ ○

総務課 職員研修

　消防職員研修の中で自殺
未遂者への対応方法等につ
いての講義等を設け、自殺
リスクを抱えた人への支援
の充実につなげる。

　消防職員研修の中で自殺未遂者
への対応方法等についての講義等
を設けることができれば、自殺リ
スクを抱えた人への支援の充実に
つながり得る。

○

総務課
自殺予防パン
フレットの配
布

　自殺予防パンフレットを
消火訓練や救急教室開催時
に配布し、市民への問題啓
発を図り、自殺防止に努め
る。

　啓発用リーフレットの配布を通
じて、住民に情報周知を図ること
ができる。

○

救急課
救急業務高度
化推進事業

　救急救命士の養成・救急
隊員の資質の向上を行う。

　救急救命士の養成研修におい
て、自殺未遂者への対応方法等に
ついての講義枠を設けることによ
り、自殺対策への意識の醸成とス
キルの向上を図ることができる。

○

救急課 救急フェア
　救急の日に合わせ啓発イ
ベントを実施する。

　イベントの際に自殺予防パンフ
レットの配布を通じて、普及啓発
ができる。

○

総務課 病院運営

　市民の信頼と期待に応え
うる地域医療の担い手とし
て、また、地域包括ケアシ
ステムにおける高度急性
期・急性期医療を提供する
地域の中核的な医療機関と
して、総合診療基盤に基づ
く高度・専門医療の提供を
行う。

　自殺未遂者支援や地域包括ケア
事業等を進める上での地域の拠点
となり得る。

○ ○ ○ ○

医療課
ソーシャル
ワーカーによ
る相談

　ソーシャルワーカーによ
る医療福祉相談を行う。

　病気や経済的な問題により不安
や悩みが生じた場合にソーシャル
ワーカーが相談に応じ、公的な福
祉制度や社会資源等を情報提供
し、自殺予防につなげる。

○ ○ ○ ○ ○

市
民
病
院

消
防
本
部
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第４章 自殺対策の推進体制 

１ 計画の推進 

自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策と有機的な連携を図 

り、総合的に実施していくことが重要であるため、包括的・全庁的に取り組んでいき 

ます。 

 

２ 計画の進行評価 

  本計画を効果的に進めていくためにも、計画の進行管理が必要となります。評価指 

標等について、適宜、点検・評価を行い、赤穂市健康づくり推進協議会に報告します。 

  また、進行管理にあたってはＰＤＣＡサイクルに基づき、進行管理を行っていきま 

す。 
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赤穂市健康づくり推進協議会要綱 

 

（目的） 

第１条 この協議会は、赤穂市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）と称し、 

市民の健康の保持及び増進に寄与し、将来展望に立った健康管理体制の確立を図るた 

め、赤穂市における地域保健に関する諸問題について審議し、具申することを目的と 

する。 

（事業） 

第２条 この協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について調査審 

議する。 

⑴ 健康づくりに関する実情の総合的な把握 

⑵ 健康づくりに関する基本的な施策 

⑶ 健康づくりの推進及びその調整 

⑷ その他前条の目的達成のため必要と認められる事項 

（構成） 

第３条 この協議会は、委員１５人以内をもって構成する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

⑴  保健医療関係団体の代表 

⑵  関係行政機関の代表 

⑶  学識経験者 

⑷  その他の組織の代表 

３ 特別の事項を調査、審議するために必要があるときは、この協議会に臨時委員を置 

くことができる。 

（役員） 

第４条 この協議会に、次に掲げる役員を置く。 

⑴  会長  １名 

⑵  副会長 １名 

（役員の任務） 

第５条 会長は、この協議会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行し、会長に事故ある

ときはその職務を代理する。 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することを妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第７条 この協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 
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（庶務） 

第８条 この協議会の庶務は、健康福祉部子育て健康課で処理する。 

（補足） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協

議会にはかって定める。 

 

  付 則 

 この要綱は、昭和５７年５月６日から施行する。 

  付 則 

 この要綱は、昭和６３年４月１日から施行する。 

  付 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

  付 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
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赤穂市健康づくり推進協議会委員名簿 

（順不同） 

区分 氏名 所属団体 職名等 備考 

保健医療 

機関 

中村 隆彦 赤穂市医師会  会長 会長 

渡邉 節雄 赤穂市医師会  副会長  

赤井 高之 相生・赤穂市郡歯科医師会  副会長  

山本 義人 赤相薬剤師会  理事  

関係行政 

機関 
柿本 裕一 

兵庫県西播磨県民局  

赤穂健康福祉事務所  
所長  

藤井 隆 赤穂市民病院 病院長  

沖 知道 赤穂市国保運営協議会 会長  

藤本 浩士 赤穂市教育委員会  教育次長  

学識経験者 中村 有美子 関西福祉大学  講師  

その他の 

組織 

浜野 好正 赤穂市自治会連合会  理事 副会長 

川本 ゆり子 赤穂市いずみ会  会長  

米谷 康子 赤穂市老人クラブ連合会 女性部会長  

小田 正勝 赤穂商工会議所  専務理事  

鈴池 収 赤穂労働者福祉協議会  副会長  

森田 修司 兵庫西農業協同組合  赤穂支店長  
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赤穂市自殺対策計画策定経過 

期日等 内容（計画策定関係部分） 

平成 30 年 10 月 11 日（木）～ 

平成 30 年 10 月 25 日（木） 

生きる支援関連事業について協議 

生きる支援関連事業について、庁内関係課に照会・

協議 

平成 30 年 11 月 19 日（月） 

第１回 

赤穂市健康づくり推進協議会 

赤穂市自殺対策計画について 

・赤穂市自殺対策計画策定について 

・赤穂市自殺対策計画（案）について 

・パブリックコメントの実施について 

平成 30 年 12 月 17 日（月）～ 

平成 31 年１月 17 日（木） 

パブリックコメントの実施 

【周知方法】広報あこう、赤穂市ホームページ 

【実施方法】赤穂市ホームページ、各公民館・ 

保健センターにて供覧 

【寄せられた意見】２件（２名） 

平成 31 年２月８日（金） 

第２回 

赤穂市健康づくり推進協議会 

赤穂市自殺対策計画について 

・パブリックコメントの実施結果について 

・赤穂市自殺対策計画（案）について 
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自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

目次 

第一章  総則（第一条―第十一条） 

第二章  自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章  基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章  自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条  この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移して

いる状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに

対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念

を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本と

なる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、

あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って

暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個

人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らす

ことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えか

つ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施

されなければならない。 

２  自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背

景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければ

ならない。 

３  自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏ま

え、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしな

ければならない。 

４  自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は

自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施され

なければならない。 

５  自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が
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図られ、総合的に実施されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条  国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、自

殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２  地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該

地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３  国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その

他の援助を行うものとする。 

（事業主の責務） 

第四条  事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その

雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

（国民の責務） 

第五条  国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と

関心を深めるよう努めるものとする。 

（国民の理解の増進） 

第六条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国

民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条  国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺

対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２  自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。 

３  国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものと

し、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４  国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開す

るものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他

それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

（関係者の連携協力） 

第八条  国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二年法律

第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。

第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行う民間の団体そ

の他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りなが
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ら協力するものとする。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条  自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族

等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのな

いようにしなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十条  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第十一条  政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関

する報告書を提出しなければならない。 

第二章  自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条  政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺

対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）

を定めなければならない。 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条  都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の

区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策

計画」という。）を定めるものとする。 

２  市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘案し

て、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条において「市町村自

殺対策計画」という。）を定めるものとする。 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条  国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の

状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施す

る都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てるため、推進さ

れる自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、

予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条  国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するため、



57 

 

自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺

対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究

及び検証並びにその成果の活用を推進するとともに、自殺対策について、先進的な取

組に関する情報その他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２  国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の

整備を行うものとする。 

（人材の確保等） 

第十六条  国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力を図りな

がら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものと

する。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条  国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持

に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する

国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

２  国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを講ずるに

当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しなければならない。 

３  学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関係者との

連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個

人として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵かん養等に資す

る教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を

身に付ける等のための教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健

康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。 

（医療提供体制の整備） 

第十八条  国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺

のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有

する者が精神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において「精神科医」

という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体

制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う

医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連

携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保

健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策

を講ずるものとする。 
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（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条  国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談そ

の他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な

施策を講ずるものとする。 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条  国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺

未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条  国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族

等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うた

めに必要な施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条  国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の

支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ず

るものとする。 

第四章  自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条  厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会議」とい 

う。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自

殺対策の実施を推進すること。 

（会議の組織等） 

第二十四条  会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２  会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３  委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内

閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 

４  会議に、幹事を置く。 

５  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６  幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 
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７  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め

る。 

（必要な組織の整備） 

第二十五条  前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、必要 

な組織の整備を図るものとする。 
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用語解説 

あ行 

赤穂市健康増進計画（第３次） 

 市民全体の生活習慣の改善に努め、生活習慣病の発症を予防するとともに、家庭 

や地域、学校、職場、行政等の多くの機関が連携・協働して、子どもから大人まで 

市民一人ひとりが、自らの「健康づくり」や「食」の望ましいあり方について考え、 

主体的に行動することを後押しするための取り組みを定めた計画。第３次計画は、 

平成 30 年度から平成 34 年度の５年間を計画期間としています。 

 

うつ病 

うつ病の主な症状である抑うつ気分とは「ゆううつ、気分が沈む、心が晴れな

い、わびしい、悲しい」など様々に表現される気分低下のことをいいます。 

ただし、通常の気分の落ち込みとは違い、気分の低下の程度が強く（うれしいこ

とがあっても）、長く続きます（症状が一日中、２週間以上続く）。 

うつ病は誰でもなりうる病気であり、薬によって治療が可能な病気です。 

日本では「生涯のうち15人に１人がうつ病にかかる可能性がある」と言われてい

ます。 

１ うつ病の症状 

  心と体の両面に現れます。体の症状から現れることがあります。 

 ・自分で気づく変化 

⑴ 悲しい・憂うつな気分・沈んだ気分 

⑵ 何事にも興味がわかず、楽しくない 

⑶ 疲れやすく、元気がない（だるい） 

⑷ 気力・意欲・集中力の低下を自覚する 

⑸ 寝つきが悪くて、朝早く目が覚める 等 

 

 ・周囲が気づく変化 

⑴ 以前と比べて表情が暗く、元気がない 

⑵ 体調不良の訴え（身体の痛みや倦怠感）が多くなる 

⑶ 仕事や家事の能力が低下、ミスが増える 

⑷ 周囲との交流を避けるようになる 

⑸ 趣味やスポーツ、外出をしなくなる 等 
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２ うつ病の治療について 

  医療機関でうつ病と診断されたら、多くの場合まずは休息をとり、薬を服用し 

ます。病気がよくなってくればだんだん気晴らしもできるようになります。それ

までは無理をしないで、少しずつ気力がよみがえってくるのを「待つ」ことが大

切です。 

  薬で中心になるのは「抗うつ薬」です。効果が現れるまでにしばらく時間がか 

かることもあるため、すぐには効かなくでも、あせらずに飲み続けてください。

自分の判断で薬をやめてしまわないで、必ず主治医に相談しましょう。大体３か

月から１年でよくなりますが、完全によくなるまでには長くかかる人もいます。 

兵庫県西播磨県民局赤穂健康福祉事務所作成「自殺予防対策＜その①＞うつ」より一部抜粋 

 

か行 

ゲートキーパー 

ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支

援につなげ、見守る人のことをいいます。 

悩みを抱えた人は、「人に悩みを言えない」、「どこに相談に行ったらよいかわか

らない」、「どのように解決したらよいかわからない」等の状況に陥ることがあり

ます。周囲が悩みを抱えた人を支援するために、周囲の人々がゲートキーパーとし

て活動することが必要です。 

自殺対策におけるゲートキーパーの役割は、心理社会的問題や生活上の問題、健

康上の問題を抱えている人や、自殺の危険を抱えた人々に気づき適切にかかわる

ことです。 

 

ゲートキーパーの役割 

・気づき：家族や仲間の変化に気づいて、声をかける 

・傾 聴：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける 

・つなぎ：早めに専門家に相談するように促す 

・見守り：温かく寄り添いながら、じっくりと見守る 
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こころの体温計 

携帯電話等を使用し、気軽に自分や身近な人の心の健康状態を確認できるシステム

のことです。 

 

さ行 

自殺対策基本法 

我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況であるた

め、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、自殺対策を総合的に

推進することを目的として制定されました。 

 

自殺総合対策推進センター  

 平成 28 年４月の自殺対策基本法の改正を踏まえ、国が地方公共団体に対して、

地域自殺実態プロファイルや地域自殺対策の政策パッケージ等を提供するなどし

て、地域レベルの実践的な取り組みへの支援を強化するために設置した厚生労働

省の組織です。 

 

自殺総合対策大綱 

自殺対策基本法第 12 条に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基

本的かつ総合的な自殺対策の大綱です。 

 

自殺予防週間及び自殺対策強化月間  

自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるために「自殺対策基本法」におい

て、９月 10 日から９月 16 日までを「自殺予防週間」、３月を「自殺対策強化月間」

としています。 

 

ソーシャル・キャピタル 

人々の基調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのでき

る、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴のことです。 
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生活困窮者自立支援制度 

生活困窮者の自立支援策の強化を図る制度であり、居住支援や就労支援、家計支

援など生活全般の相談を行います。 

 

た行 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域

住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が分野を超

えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をとも

に創っていく社会のことです。 

 

地域自殺実態プロファイル 

国が自殺総合対策推進センターにおいて、すべての都道府県及び市町村それぞ

れの自殺の実態を分析したものです。 

 

は行 

ＰＤＣＡサイクル 

 plan（立案・計画）、do（実施）、check（検証・評価）、action（改善）の頭文字

をとったものであり、行政政策にあたって計画から見直しまでを一貫して行い、さ

らにそれを次の計画・事業に生かそうという考え方のことです。 
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